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Tadeu Marroco 
からのメッセージ
最優先事項は当社のビジネスを正しい方法で変革することです。

BATは、「無煙社会」の実現と「A Better Tomorrow™」の創造という目的
を掲げています。それが当社を動機づけ、当社のビジネス変革の取り組みの
核心にあります。

当社の「業務遂行規準（SoBC）」は遵守すべき指針であり、当社が自らに求
める行動や基準を定めたものです。当社の価値観に基づいて定められたこ
の規準は、誠実に行動し、責任を持ってビジネス成果を出すという当社のコ
ミットメントを反映しています。これは正しいことを行い、サプライヤー、消
費者、そして当社が事業を展開する地域社会と、互いに透明性を保つという
ことです。

私にとって、当社の企業文化が協力と信頼を奨励し、報復を恐れることなく
発言できると感じる安全な空間であることが重要です。従業員が責任を持っ
て業務を遂行し、不正行為について報告できることを望んでいます。あなた
の意見は尊重され、サポートされるのでご安心ください。

当社のSoBCをよくお読みになり、理解いただいた上で、意思決定の指針と
してSoBCを積極的にご活用ください。また、当社は規則の文言だけでなく、
その精神に従う必要があることを念頭に置いてください。正しいことを毎日
行うことは、当社の成功にとって極めて重要です。正しい方法で優れた業績
を達成することは、当社の価値観の核心であり、究極的には当社の戦略 
と目的の基盤となるものです。

Tadeu Marroco
最高経営責任者
2025年4月
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目的 
と価値観

はじめに｜目的と企業理念

A Better TomorrowTMとは、無煙世界の
構築を意味します。 

これが6つの企業価値に支えられた当社
の目的であり、当社の戦略と目的に明確
に結びついた、私たちのすべての行動とそ
の方法に通さなければならない筋です。
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当社の価値観 
は、当社の目的を実現する 
方法を表しています。
当社の戦略を実現するのは、当社の人材であ
ると認識しています。当社の企業文化の強固
な基盤の上に築かれた6つの「価値観」、真の
インクルーシブ、正しいことを行う、消費者の
ために、勝利への情熱、エンパワーメント、共
により強くは、私たちがどのように進歩するの
かを支えています。

当社の企業文化 
は正しいことを行う
ことを保証します
私たちの働き方は、誠実に
行動し、日々正しいことを行
い、誠実さをもって業績を
達成するという、全従業員
の誓いによって支えられてい

ます。

私たちはBAT
です。SoBC 

は私たちの行動の
指針です
当社の価値観から期待される
行動は、当社の業務遂行規準
（SoBC）に明記されており、私た
ちが守ることを約束している高い
水準の誠実さを定めています。



働き方 SoBCのローカルバージョン
グループ内の各社はSoBCを採用することが要求されています。グループ会社が独自の
SoBCの導入を希望する場合、少なくともこのSoBCと同程度の厳しさでなければならず、該
当する地域の法務部長の支援と提示を受けた後、グローバル法務チームによって指摘され、
さらにAGCビジネス・インテグリティ＆コンプライアンス部によって文書で承認されなけれ
ばなりません。SoBCが現地の法律と矛盾する場合は、現地の法律が優先されます。

SoBC優先順位
SoBC（または該当する場合は現地版）とグループ会社により発行された他の文書（雇用契
約を含む）が矛盾や一致しない場合は、SoBC（または該当する場合は現地版）の条項が優
先されます。SoBC（または該当する場合は現地版）で言及されているすべての方針及び手続
きの条項は、BATの全従業員にとって必須です。 

当社の「誠実な目的遂行」の遵守プログラムは、倫理的な企業文化を推進し、当社のSoBCに
定められている期待される行動を伝達します。BATでは、最も安定した永続的な関係は信頼
と透明性に基づくものであると認識しています。
このような理由から、常に、どのように、何を、誰とコミュニケーションするかに細心の注意を
払いながら、あらゆるチャネルにおいて責任あるコミュニケーションとマーケティング・イニシ
アチブに努めています。マーケティング・コミュニケーションについては、SoBCとは独立した
当社の責任あるマーケティング原則（RMP）が適用されます。

はじめに  |  働き方

当社の業務遂行規準は、ブリティッシュ・アメリカン・
タバコのグローバルな方針であり、当社が守るべき高
水準の誠実さを表しています。
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SoBC（またはそれに相当する地域の規
定）およびグループ会社、当社の事業、そ
して自身に適用されるすべての法律と規
制を遵守しなければなりません。常に高い
水準の誠実性を持って行動することが必
要です。

当社の行動はすべて合法でなければなりま
せん。誠実さを備えた上で進化します。当
社の行動、振る舞い、どのようにビジネス
を行うかは、責任感を持ち誠実かつ真摯で
信頼に足るものでなければなりません。

SoBCまたはそれに相当する地域の規定を
知り、理解し、遵守する必要があります。

当社のSoBCは、BAT、その子会社、およ
びBATが支配する合弁会社の全従業員に
適用されます。共に働く請負業者、出向社
員、研修生、代理人、またはコンサルタン
トとして当社と協働する場合は、SoBCと
一貫性を持って行動し、組織内で同様の
基準を適用することをお願いしておりま
す。SoBCは、「BAT Supplier Code of 
Conduct（BATサプライヤー行動規範）」
によって補完され、サプライヤーに遵守を
求める最低限の基準を定義し、契約上の取
り決めに組み込まれています。

毎年、全ての従業員とグループ企業は、 
SoBCの遵守を毎年正式に確認しなけれ
ばなりません。

従業員は、年次SoBC準承認手続一環とし
て、SoBCへのコミットメントと遵守を再確
認し、透明性のために個人的な利益相反を
申告または再申告するように促される際に
行います。

新入社員は、ロビー活動やエンゲージメン
トを含むSoBCをカバーする必須のインダ
クションを受け、利益相反を開示するよう
求められます。

グループの事業体は、「コントロール・ナ
ビゲーター」の中で、各自の事業部門また
は市場がSoBCの遵守をサポートするため
の適切な手順を備えていることを確認し
ます。

当社はSoBCまたは法律に違反する不正
行為の疑いがある場合、報告する義務があ
ります。また、当グループと協働する第三
者によるそのような行為も報告しなければ
なりません。

BATは、SoBC違反の疑いや違法行為を懸
念したり報告したりする人に対する報復を
一切容認しません。

誠実さへの取り組み SoBC年次確認と研修違反報告義務

SoBCに違反や違法行為に対しては、特に
重大な違反について解雇を含め、懲戒処
分の対象となります。

SoBCまたは法律に対する違反は、当グル
ープおよび関係者に深刻な結果をもたら
す可能性があります。犯罪行為である可能
性がある場合、捜査のために当局に照会さ
れ、訴追される可能性があります。

違反の結果

はじめに  |  働き方
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SoBCまたはそれに相当する地
域の規定を知り、理解し、遵守
する必要があります。

はじめに  |  働き方

グループ会社および従業員は、SoBCとは
独立した「責任あるマーケティング原則」
および「責任あるマーケティング規約」に
則り、グループ製品の責任あるマーケティ
ングを保証するものとします。

ジャーナリストやメディアからコメントを
求められた場合は、社外広報チーム（グル
ープ・プレス・オフィス： 
press_office@bat.com）にご連絡くだ
さい。

従業員によるソーシャルメディアの特定の
利用は、BATの資産と評判にリスクをもた
らす可能性があります。従業員はソーシャ
ルメディアを利用する際、適切な判断力を
行使することが必要です。責任のある 

マーケティング

メディアとソーシャルメ
ディアの利用 

グループ会社には、従業員の安全およ
び資産のセキュリティを維持する責任
を負います。詳細は「Group Security 
Procedure（グループ会社のセキュリティ
手続）」を参照してください。

安全・安心な環境

7
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部門長の役割 部門長には以下のことが期待されます：
• BATの価値観を理解し、正しいことのために毅然とした姿勢で行動する
• チームが「誠実な目的遂行」方法を理解し、一貫性のある行動を認識でき
るよう指導する

• ロールモデルとして職場における敬意の見本を示す 
• 報復を恐れることなく、チームが自由に懸念を表明できる環境を作る
• 適切な場合には、懸念を表明する

例外も妥協も許されません
所属部門の部門長は、SoBCに反する行為や違法行為を命じたり承認したり
する権限を持っていません。どのような場合でも、結果を出すために当社の基
準を妥協することは決してあってはなりません。業務をどのように遂行するか
は、業務の成果と同様に重要なことです。

SoBCまたは法律に違反する行為を上司から命じられた場合は、上層部、地元
の法律顧問、または「指定役員」（gdo@bat.com）に申し出ること。また、社
内の人に相談できない場合は、秘密厳守のスピークアップ・ホットラインを通
じて報告することもできます（bat.com/speakuphotlines）。

はじめに｜部門長の役割
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SoBC、方針及び手続きは、役割や年功に関係なく、すべて
の者に適用されます。マネジャーは、SoBCの重要なロール
モデルです。あなたが部下を管理する立場にあれば、すべて
の部下が本規準を読み、何が期待されているかを理解する
ために必要な説明、リソース、研修を受けるようにしなけれ
ばなりません。

部門長には、報告を受けた懸念を法務部に伝達するという
追加の義務があります。このような懸念を無視したり、誰か
がスピーチ・アップするのを止めたり、思いとどまらせたりし
た者は、懲戒処分を受ける可能性があります。

mailto:gdo%40bat.com?subject=
http://bat.com/speakuphotlines


当社の業務遂行規準：2025

はじめに｜倫理的判断 はじめに｜倫理的意思決定

9

はじめに｜倫理的意思決定
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倫理的判断 当社のSoBCにより、遭遇する可能性のある全ての状況に対応で
きるわけではありません。あなたが倫理的に難しい、あるいは不
確かな状況にある場合は、以下のガイドに従ってください。

準拠していない場合は、進めてはな
りません。 

法律に違反してはならず、SoBCで言
及されているすべてのポリシーと手続
を遵守しなければなりません。

確信が持てない場合は、部門長、法律顧問、または上層部に通報してください。

準拠していない場合は、進めてはな
りません。 

誰かの目があるかないかに関わらず、
常に誠実性をもって行動し、正しいこ
とを行わなければなりません。

準拠していない場合は、進めてはな
りません。 

おかしいと感じるようであれば、行動
すべきではないでしょう。

これは合法で、社内規則やガイダン
スに準じているだろうか？

正しく、公正な行動だと感じるだろ
うか？

もしあなたの行動がニュースで報
道されたり、リーダーシップチーム
に説明しなければならなくなった場
合、胸を張っていられるだろうか？

ステップ1 ステップ2 ステップ3

いいえ / 確信なしいいえ / 確信なしいいえ / 確信なし

進みましょうはい はい はい

正しい？ 公正？



1. はじめに
2. スピークアップ
3. 社会と環境
4. 個人およびビジネスの誠実性
5. 社外ステークホルダー
6. 企業資産および財務の健全性
7. 国内および国際取引
8. 用語集

スピークアップ
2

10

11 スピークアップ



スピークアップ
不正行為についてスピークアップするのは勇気が必要
です。スピークアップ・プロセスは、内部通報を行う人を
支援することに加え、従業員の懸念をどのように扱うか
について、信頼と自信を与えるためのものです。

内部通報を推奨します
当グループで働く人、または当グループに協力している
人で、職場における（過去のもの、現在進行中のもの、
また今後発生する可能性のあるものを含む）実際の不
正行為またはその疑いについて懸念を抱いている者
は、誰でも「スピークアップ（報告）」を行うべきです。

これには、従業員、請負業者、臨時労働者、ビジネスパ
ートナー、顧客、サプライヤーおよびそれらの労働者が
含まれます。

スピークアップ｜スピークアップ
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あなた
が発言
する

当社は
傾聴 
する

当社は
行動 
する
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不正行為の例には以下が含まれます。

• 窃盗、詐欺、贈収賄、汚職、制裁違反な
どの犯罪行為；

• 個人の健康または安全を危険にさらす、
または環境に損害を与える行為；

• 職場におけるいじめ、嫌がらせ（セクハ
ラを含む）、差別、現代の奴隷制度また
はその他の人権侵害；

• 会計上の不正行為または書類の偽造； 

• SoBCまたは当グループのその他のグ
ローバルな方針、原則、基準に対する
違反；

• 作為または不作為による、法的義務の
不遵守；

• 誤った判断・処罰；

• 不正行為を隠す；

• 他人に上記のいずれかを実行させる、 
または奨励する。

SoBC違反に関する懸念を提起するため
に、複数の選択肢が用意されています。従
業員にとって一番便利な方法を利用して提
起してください。

• 指定役員；

• 人事部長または法律顧問；

• 直属のラインマネージャー

• 当社専用の外部スピーク・アップ・チャ
ンネル（www.bat.com/speakup）
は、経営陣から独立して運営されてお
り、オンラインまたは電話で（希望する
場合は匿名で）懸念を表明することがで
きます。

グループの上級管理者4名がグループ指定
役員を務めます。誰でも彼らに直接懸念を
申し出ることができます。

彼らは：

• AGCのビジネスインテグリティ＆コンプ
ライアンス担当：Tamara Gitto 

• British American Tobacco p.l.c.の総
務部長：Caroline Ferland 

• グループ内部監査責任者： 
Graeme Munro

• グループ報酬責任者：Jon Evans

Eメール（gdo@bat.com）、電話
（+44 (0)207 845 1000）または書面
（British American Tobacco p.l.c., 
Globe House, 4 Temple Place, London  
WC2R 2PG）にてお問い合わせください。

不正行為の例 通報先不正行為には、個人的な雇用状況または昇
進についての不満は含まれません。このよ
うな場合、苦情申立てが利用可能であり、
苦情処理方法の詳細は人事部から入手で
きます。

部門長には、報告を受けた懸念を法務部に
伝達するという追加の義務があります。こ
のような懸念を無視したり、誰かがスピー
チ・アップするのを止めたり、思いとどまら
せたりした者は、懲戒処分を受ける可能性
があります。

スピークアップ｜スピークアップ

http://www.bat.com/speakup
mailto:gdo%40bat.com?subject=


通報者の保護

不正行為の事実や不正行為の疑いにつ
いて懸念を提起したことで、たとえそれ
が間違いであったとしても（直接間接を
問わず）どのような形の報復も受けるこ
とはありません。

当社は、懸念を表明した従業員又は懸念
を提起する人を支援する従業員又は調査
に参加した人に対する嫌がらせや迫害を
容認しません。このような行為はSoBC
の違反であり、重大な懲戒事項として扱
われます。

どのような方法でスピークアップを選択し
ても、懸念事項を公正かつ客観的に調査
するため、当社は通報者の身元を秘密とし
て厳守します。

適切な場合には、BATは、SoBCを違反し
たことが判明した個人に対し、懲戒処分を
含む措置を講じます。

実行可能かつ適切な場合には、当社から
連絡可能であれば、調査結果に関する結
果も知らせします。

「Group SoBC Assurance Procedure 
（グループSoBC保証手順）」で、懸念がど
のように上層部に伝達され、調査されるか
についての詳細を読むことができます。

調査と秘密保持 

当社では、世界各地を拠点とする、懸念事
項の受付を担当する指定役員を擁してい
ます。

このSoBCポリシーは、「Group SoBC 
Assurance Procedure（グループSoBC
保証手順）」によって補足されており、同手
順では、SoBC違反の懸念や報告がどのよ
うに上層部に報告され、調査されるかにつ
いてより詳細に規定しています。「Group 
SoBC Assurance Procedure（グループ
SoBC保証手順）」は、SoBCの不可欠な部
分を形成しており、SoBCの一部であるか
のように遵守されなければなりません。

指定役員およびSoBC
保証手続き
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相談窓口

スピークアップ｜スピークアップ

所属部門の部門長

上級管理職

地元の法律顧問

コーポレート・コンプライアンス部長： 
sobc@bat.com

スピークアップポータル： 
bat.com/speakup

スピークアップホットライン： 
bat.com/speakuphotlines

グループ指定役員：gdo@bat.com

mailto:sobc%40bat.com?subject=
http://bat.com/speakup
http://bat.com/speakuphotlines
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従業員：職場に 
おける敬意
従業員は同僚やビジネスパートナーを、尊敬と敬
意を抱いて、包括的に扱わなければなりません。

当社の信念
当社は、結社の自由、あらゆる形態の強制労働や児童労
働の撤廃、雇用や職業に関する差別の撤廃など、労働基
本権が尊重されるべきであると考えます。

当社の人材と人権慣行に関するポリシーは、国内および
国際的な労働法、推奨慣行、指針1に基づいています。

当社は、適用されるすべての労働法規を遵守します。

当社はお互いの違い
を敬意を払って尊重
し合い、祝福し、それ
ぞれの個性を大切に
します。

1国際労働機関（ILO）の労働における
基本的原則および権利に関する宣言、
国連のビジネスと人権に関する指導原
則、OECDの多国籍企業行動指針。
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社会と環境｜従業員：職場における敬意

当社は、全従業員に均等な機会と公正な
待遇を提供し、雇用の平等を推進すること
で包括的な労働力を創出することに専心し
ています。

「真のインクルーシブ」は当社の価値観
のひとつです。すべての従業員がエンパワ
ーメントと帰属意識を感じられるようなイ
ンクルーシブ（包括的）な企業文化を育む
ことは、当社の成功にとって極めて重要で
す。当社はお互いの違いを敬意を払って尊
重し合い、祝福し、それぞれの個性を大切
にします。

己の欲する所を同僚に施せ、特性や意見を
尊重し、いかなる形態の不法な差別も行っ
てはなりません。

差別とは、人種、民族、肌の色、ジェンダ
ー、年齢、障がい、性的志向、性自認、性別
適合、階級、宗教、政治、配偶者の有無、
妊娠の有無、労働組合の会員であるか、ま
たは、法で守られたその他の特徴が従業
員の雇用、成長、昇進または退職の決定に
影響を与えることをいいます（が、その限り
ではありません）。

ハラスメントやいじめは、絶対に許容さ
れません。当社は、職場からそのような行
為や行動を排除することに全力を尽くし
ます。

ハラスメントやいじめには、虐待的、屈辱
的、威圧的な性質を持つあらゆる形態の性
的、言語的、非言語的、身体的な行為が含
まれます（ただし、これらに限りません）。

このような行動、またはその他の方法で容
認できない行動を目撃または経験した場
合、部門長に報告しなければなりません。
当社は従業員が問題を提起することに信
頼を持つことができる環境を提供し、関係
者全員が満足する迅速な解決を目指す体
制を整えるべく努めます。

従業員は、各地域の苦情処理手続またはグ
ループ・スピーク・アップ・チャンネルを通
じて問題を提起することができます。

当社は、公正で明確かつ公平な報酬を提
供することを約束します。

グループ会社はすべての最低賃金法令を遵
守しなければならず、当社の戦略は、地域
内で競争的な報酬水準を目指しています。

当社は、従業員の柔軟な就労の支援に全
力で取り組みます。

グループ会社は、法的に義務付けられた
最長労働時間の要件を考慮したうえで、適
用される労働時間法を遵守することが必
要です。

平等と多様性の促進 嫌がらせといじめの防止 公正な賃金と福利厚生

柔軟な働き方の支援

これは、職場における差別撤廃に関する基
本原則を定めたたILO条約第111号への支
持を反映しています。

当社では、透明性を高め、説明責任を果た
すため、多様性と包括性の改善に向けた当
社のコミットメントと重点的な取り組みの
詳細、および性別・人種別の給与報告を記
載した「年次多様性・インクルージョン報
告書」を発行しています。
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人権
当社は常に、従業員、取引先、そして事業を行う地域社会の
人権を尊重する方法で業務を遂行しなければなりません。

当社の信念
当社は、国際人権規約で支持されている基本的人権は尊
重されるべきであると考えています。

人材と人権慣行に関する当社のポリシーは、国内および国
際的な労働法、推奨慣行、指針2に基づいています。

適用されるすべての関連労働法規を遵守します。

2当社の人権戦略は、強力な方針、効果
的なデューデリジェンス、および（必要
に応じて）是正措置に重点を置いてい
ます。国連「ビジネスと人権に関する
指導原則」（UNGPs）、ILO労働にお
ける基本的原則および権利に関する宣
言、OECD多国籍企業行動指針に沿っ
たものです。
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社会・環境｜人権

さらに、サプライチェーンを含め、当社の
影響が及ぶ範囲で人権尊重を促すよう取
り組んでいます。

当社の事業およびサプライチェーンは、
農業、電子機器、製造業など、人権への
潜在的な悪影響や留意事項があることで
知られるいくつかの産業に及んでいます。
業界特有の人権問題や、サプライチェーン
や事業活動全体にわたって人々にとって最
も重要なことを優先しています。そのため
に、UNGPsに沿った明確なプロセスを実
施し、強固なポリシー、効果的なデューデ
リジェンス、モニタリングと報告、そして（
必要な場合には）効果的な是正に重点を
置いています。主要な利害関係者の意見と
その影響を理解し、関連する人権プログラ
ムに反映させるために取り組んでいます。

そのため、当社のサプライヤーはすべて、サ
プライヤー行動規範の要件を満たすことが
求められ、これはサプライヤーとの契約条
件にも組み込まれています。

人権の管理 サプライチェーンだけでなく、当社の事業
活動にも適用されるさまざまなデューデリ
ジェンスのプロセスがあり、年次報告書お
よびサステナビリティ報告書で報告してい
ます。可能な限り、当社のデューデリジェン
ス手続きにより、当社の方針コミットメント
と「Supplier Code of Conduct（サプラ
イヤー行動規範）」の有効性と遵守を監視
し、人権リスクと影響を特定、防止、緩和
することを可能にします。
 
当社は、UNGPsおよびOECDガイドライ
ンに沿って、事業やサプライチェーンで特
定された問題への対策を講じ、影響が発
生した場合は対処または改善に尽力し、継
続的な改善に努めています。サプライヤー
に関連して人権侵害が確認されたにもか
かわらず、是正措置への明確なコミットメ
ントがない場合、不作為が続く場合、また
は改善が見られない場合は、当社は最終
手段としてその取引関係を中止する必要が
あります。

サプライチェーンにおける児童労働ゼロを
目指しています。子どもたちの福祉、健康、
安全が常に最優先されます。当社は、子ど
もたちの成長と彼らのコミュニティや国の
発展に最も役立つものは、教育であると
認識しています。

当社は、雇用の最低年齢と最悪の形態の
児童労働の撤廃に関する基本原則を定め
たILO条約第138号および第182号を支持
します。

そのため： 

• 児童の健康、安全、道徳に害を及ぼす
可能性がある、または危険とみなされる
労働は、18歳未満の者が行ってはなりま
せん。また、 

• 労働の最低年齢は、現地の法律に基づ
く労働の最低年齢を下回ってはならな
いし、義務教育終了の法定年齢を下回っ
てはならず、いかなる場合も15歳未満で
あってはなりません。

児童労働の禁止 当社のサプライヤーおよびビジネスパー
トナーに、当社の「Supplier Code of 
Conduct（サプライヤー行動規範）」で定
めるとおり、就労の最低年齢について遵守
することを求めます。現地法によっては、 
13歳～15歳の子供は、教育や職業訓練の
機会を奪われない、または（機械機器や農
薬を扱うなど）健康や成長に有害な活動を
含まない限りは軽度の作業を行うことがで
きる。また、所轄官庁が認めた訓練や就労
経験の計画は例外として認める。
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当社のサプライヤーはすべて、
サプライヤー行動規範の要件を
満たすことが求められ、これは
サプライヤーとの契約条件にも
組み込まれています。

当社は、結社の自由と団体交渉を尊重し
ます。

当社の労働者は、法律、規則、一般的な労
使関係・慣行、および合意された会社手続
きの枠内で、自ら選択した労働組合を結
成・加入し、労働組合またはその他の善意
の代表者によって代表される権利を有しま
す。当該代理人は差別されてはならず、法、
規制、現行の労働関係と実践、合意された
会社の手続きの枠組みの中で、職場で活動
を行うことができます。

サプライヤー・パートナーはまた、結社の
自由と団体交渉に対する労働者の権利を
尊重し、彼らの雇用と安全に関連する事項
について労働者と協議することが期待さ
れます。

当社は、当社の事業において、奴隷制、奴
隷状態、強制労働、拘束労働、意志に反す
る労働、人身売買、違法な移民労働が一
切行われないよう、取り組んでいます。グ
ループ会社および従業員（並びに当社に
代わって行動する人材紹介業者、就職斡
旋業者又は第三者）は、以下のことを禁じ
られています。

• 雇用の条件として、労働者に人材紹介
料の支払い、ローンの利用、不当なサ
ービス料や保証金の支払いを要求する
こと； 

• 雇用の条件として、身分証明書、パスポ
ート、または許可証を差し止めたり、労
働者に引き渡しを求めたりすること。

国内法または雇用の手続き上、身元確認書
類が必要な場合は、サプライヤーは法に従
って厳密に取り扱います。身分証明書は、
セキュリティーまたは保管の理由から、労
働者の十分な情報に基づく、真正かつ書面
による同意がある場合にのみ、保管または
保存されるべきです。労働者は、いかなる
制約も受けることなく、いつでも無制限に
取り戻せる状態でなければなりません。

当社は事業を運営する地域社会の社会
的、経済的、環境的利益を特定し、理解し
ようと努めています。

事業とサプライチェーンに関連する、また
は影響を受ける可能性のある特定の人権リ
スクを特定するよう努めます。その際、従
業員とその代表者を含むステークホルダー
の意見を求めます。

サプライチェーンにおいて人権への悪影響
を特定した場合は、改善に関して適切な措
置を講じることに尽力します。

サプライチェーン全体でポジティブな社会
的影響をもたらす上で、重要な役割を担っ
ていると認識しています。例えば、農民の
生計向上や食料の安全保障を支援し、その
ために協力して取り組んでいます。当社の
コミュニティ・プログラムは、当社が事業を
展開する農村地域の長期的な回復力の構
築を支援しています。アプローチは、コミュ
ニティ投資フレームワークによって支えら
れています。

従業員が地域社会とビジネス・コミュニテ
ィの両方で積極的な役割を果たすことを
奨励しています。グループ各社は、従業員
や事業を行っている地域社会に能力開発
の機会を創出し、ホスト国政府の開発目標
やイニシアティブと調和することを目指す
べきです。

結社の自由 現代の奴隷制や労働搾
取の禁止

現地コミュニティ

社会・環境｜人権
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社会・環境｜健康・安全・福祉

当社の信念
従業員の健康、安全、福祉を重視し、怪我や健康を予防し
ます。グループ全体で事故ゼロの職場を目指しています。

当「Group Health and Safety Policy（グループ健康・
安全方針）」は、現地および国際的な労働法および労働基
準3に基づいており、当グループが事業を展開する国々で適
用される安全衛生法および規制の要件を満たすか、それを
上回るように設計されています。

健康、安全、福祉 
当社は、安全で健康的な就労条件を提供し維持しなけれ
ばなりません。

3ILO労働安全衛生マネジメントシステ
ムとISO 45001労働安全衛生管理。
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当社は、事業を成功裏に遂行する上で、す
べての従業員、請負業者、および当社以外
の従業員の健康、安全、福祉の重要性を認
識しています。

グループ会社は次のことをしなければなり
ません。

• 当社の「Group Health and Safety 
Policy Statement（グループ健康・安
全方針声明）」および「Environment 
and Health and Safety (EHS) Policy 
Manual（環境・衛生・安全（EHS）ポ
リシーマニュアル）」、または国内法 
（最も厳しい方）に準拠した安全衛生
手順を採用します。

すべてのグループ従業員は以下を行わなけ
ればなりません。

• 業務中は、自分自身と他者の健康と安
全に妥当な注意を払うこと； 

• すべての安全衛生関連事項に全面的に
協力すること； 

• 安全のために提供された機器・設備を
妨害したり、悪用したりしない；また、 

• 「Environment and Health and 
Safety (EHS) Policy Manual（環境・
衛生・安全（EHS）ポリシーマニュア
ル）」に従って、安全でない状況を報告
すること。

当社は従業員の健康を重視し、安全な職
場環境を提供して、事故や傷害の発生を防
ぎ、職場での健康リスクを最小限に抑える
よう、全力で取り組んでいます。

当社は、世界中の従業員の物理的セキュ
リティを最大化するために継続的に取り
組み、当社のポリシーと基準が理解され、
トレーニングが提供されるようにすること
で、各自の業務に関連する健康、安全、セキ
ュリティの問題と要件を全員が認識できる
ようにします。

安全衛生管理 従業員のウェルビーイン
グの保護

社会・環境｜健康・安全・福祉



22

社会・環境｜環境

環境
事業活動全体および広範なサプライチェーン全体にわ
たって、卓越した環境管理に取り組んでいます。

当社の信念
良好な環境管理が正しい行為であるだけでなく、製品に必
要な資源への依存度を考えれば、健全なビジネス上も理
にかなっていると信じています。

「Group Environment Policy Statement（グループ
環境方針声明）」は、国内および国際的な労働法、推奨慣
行、基準4に基づいています。

適用されるすべての環境法および規制を遵守します。

4ISO環境マネジメントシステム14001。
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社会・環境｜環境

グループ会社は次のことをしなければなりません。

•  「「Group Environment Policy（グループ環境方針）」、「「Global 
EHS Policy Manual（グローバルEHSポリシーマニュアル）」」、 
または国内法（最も厳しい方）に沿った環境手順を採用します。

グループ従業員には、以下のような環境管理プログラムへの貢献が
奨励されています。

• 個人の環境への影響を理解し、責任を持って資源を使用する機会
を特定し、BATの環境目標の達成を支援する；

• すべての環境法規制および当社の「Global EHS Policy 
Manual（グローバルEHSポリシーマニュアル）」を熟知し、遵守
していることを保証する；

• サプライヤー及び取引先が、「Supplier Code of Conduct（サプ
ライヤー行動規範）」に規定されている環境持続可能性に関する
最低基準を遵守する；

•  「「Global EHS Policy Manual（グローバルEHSポリシーマニュ
アル）」に従い、不適合を報告する。

当社の「Environment Policy Statement（環境方針声明）」に
は、以下の優先分野があります。

• 気候変動への取り組み； 

• 廃棄物の削減と循環型経済への移行； 

• 生物多様性と森林の保護； 

• ウォータースチュワードシップ。

全従業員には、従業員学習プラットフォームであるGRIDで利用でき
る「Environmental Sustainability Foundation Programme 
（環境サステナビリティ基礎プログラム）」の受講が奨励されてい
ます。

環境保護 
相談窓口
所属部門の部門長

上級管理職

地元の法律顧問

コーポレート・コンプライアンス部長： 
sobc@bat.com

スピークアップポータル： 
bat.com/speakup

スピークアップホットライン： 
bat.com/speakuphotlines

グループ指定役員：gdo@bat.com

mailto:sobc%40bat.com?subject=
http://bat.com/speakup
http://bat.com/speakuphotlines
mailto:gdo%40bat.com?subject=
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利益相反 
従業員として、BATに対してその利益を促進する義務があ
ります。業務上の取引において利益相反を避けなければ
ならず、利益相反が生じる可能性のある個人的な状況を
開示しなければなりません。誠実に事業を遂行するため
には、利益相反を効果的に管理することが必要です。

会社の最善の利益のために行動します
個人的な利益がグループまたはいずれかのグループ会社の利益と相反する可能性
がある、または相反すると思われる状況は避けなければなりません。

多くの状況や人間関係は、利益相反を生じさせる可能性があります。よく見られる利
益相反の種類は27ページと28ページに記載されています。

一般的に、利益相反とは、当グループにおける立場や責任が、近親者に個人的な利
益や恩恵（雇用による通常の報酬は別として）を得る機会を与える状況、または当グ
ループに対する義務や責任よりも、当該個人的な利益やその近親者の利益を優先
する機会を与える状況を指します。
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BATへの入社時、または利
益相反が生じた時点で直ち
に、SoBCポータルで利益相
反を開示しなければなりませ
ん。SoBCポータルにアクセス
できない場合は、ラインマネジ
ャーに事情を話してください。

BATへの入社時、または利益相反が生じた
時点で直ちに、SoBCポータルで利益相反
を開示しなければなりません。SoBCポー
タルにアクセスできない場合は、ラインマ
ネジャーに事情を話してください。

利益相反が存在するかどうか確信が持て
ない場合は、とにかく開示すべきです。利
益相反が存在しない場合であっても、利益
相反があるように見えると懸念が生じる可
能性があります。上層部に状況を知らせる
ためにも、情報開示の側に回るべきです。

情報開示後、部門長は、当該利益に関連す
るBATへの潜在的なリスクが及ぶ可能性が
あるか、リスクを管理または軽減するため
に必要な手順を検討する場合もあります。
場合によっては、BATの利益に対するリス
クは非常に低いため、措置を講じる必要が
ないこともあります。

しかし、BATの利益が当該利益相反によっ
て悪影響を受ける可能性がある場合は、
条件を適用する必要があるかもしれませ
ん。これには、役割や報告ライン、口座責
任、特定の顧客またはサプライヤーとの取
引を控えるという要件、またはBAT従業員
と監督関係を持たないことなどの変更が含
まれます。

部門長は、申告された利益が何らかのリ
スクを引き起こす可能性があるか、ある
いはリスクを軽減するための条件が必要
であるかどうか確信が持てない場合は、
「Conflicts of Interest: A Guide for 
Line Managers」（利益相反：部門長向
け指針）を読んでください。それでも不明
な場合は、上層部のマネージャーまたは
現地の法律顧問にアドバイスを求めてくだ
さい。

グループ会社の取締役は、次回の取締役
会において、当社取締役会に対して利益相
反を開示し正式な承認を得なければなり
ません。

また、開示された利益相反と必要な緩和
条件を定期的に見直し、更新することが
必要です。

管理者は、開示された利益相反が SoBC
ポータルに入力されていることを確認す
る必要があります。または当該従業員が
SoBCポータルにアクセスできない場合
は、現地の法律顧問または法務部長に通
知します。

以下は、よく見られる利益相反の種類の一
部です。その他の状況でも利益相反が生じ
る可能性があります。特定の状況が利益相
反を引き起こすかどうかについて質問があ
る場合は、部門長または法律顧問に相談し
てください。

利益相反開示 利益相反記録

個人とビジネスの誠実性｜利益相反
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個人とビジネスの誠実性｜利益相反

近親者と共に仕事をすることは、その近親
者が当グループの従業員であるか、当グル
ープの競合他社や取引先に勤務している
か、BATの事業に影響を与える可能性のあ
る公務員であるかにかかわらず、利益相反
を引き起こす可能性があります。

当グループで働く近親者がいる場合は、開
示することが必要です。BATで働く他者と
の親密な関係も、利益相反やその見かけ
を引き起こす可能性があります。もしその
ような状況にあるのなら、交際を公表すべ
きです。

当社での勤務期間中、あなたは、近親者ま
たは親密な関係にある者を雇用、監督、雇
用条件またはマネジメントに影響を与える
能力を持ってはなりません。部門長と報告
者が近親者であったり、親密な関係にある
ことは容認されません。上司は、あなたの
特定の状況に応じた軽減措置をお知らせ
します。

また、知る限りにおいて、競合他社、サプラ
イヤ ー、顧客、コミュニティ投資、または当
グループが重要な取引 を行っているその
他の企業や組織で、そのために働いたり、
サービ スを提供したり、重要な財務的利害
関係を持ったり、上級役職に就いて いる
親族と親密な関係にある場合、またはその
ような親族がいる場合も開示しなければ
なりません。

顧客、サプライヤー、コミュニティ投資家の
近親者、または企業やコミュニティ投資家
とビジネス上の関わりがある場合、その近
親者が重要な財務上の利害関係や上級職
の地位を保有している場合、経営陣はあな
たの役割またはアカウント責任を変更する
必要があるかもしれません。

また、公務員である近親者がいるかどう
か、BATの事業に影響を及ぼす可能性のあ
る職務に就いているかどうかも開示しなけ
ればなりません。

当該個人が上位の意思決定者である必要
はない。公務員がBATの事業に影響を及ぼ
す可能性のある職務に就いている場合は、
開示する必要があります（通常、州に雇用
されている学校の教師、刑務所の看守、消
防士、看護師などは除外されます）。開示
が必要かどうかについて疑問がある場合
は、最寄りの法律顧問にご相談ください。

家族関係または個人的
関係

自身および世帯に住む近親者について、 
以下の事項を開示しなければなりません。

• 競合他社とのすべての金銭的利害 
関係；

• サプライヤーまたは顧客と当グループ
の取引に関与する場合、または関与す
る人物を監督する場合、サプライヤー
または顧客との金銭的利害関係。

公開されている投資信託、インデックスフ
ァンド、および類似のプールされた投資に
ついては、開示する必要はありません。

「重要な利害関係」とは、あなたの判断に
影響を及ぼすか、グループ会社の見解で、
その可能性のある利害関係を意味します。 

重要な金銭的利害関係を有してはなりま
せん： 

• あなたがサプライヤーまたは顧客と当
グループの取引に関与する、または関
与する者を監督する場合；

• 当グループの競合他社、または当グル
ープの利益に反する活動を行う企業。

当グループに入社する前に取得した場合に
限り、競合他社との重要な財務上の利害関
係を保持することが許可される場合があ
り、任命前に雇用会社に書面で開示し、あ
なたの雇用会社から異議は出なかった。グ
ループ会社の取締役がそのような利益を
事前に所有した場合は、会社の取締役会
に報告し、次の取締役会で議事録に記載し
なければなりません。

疑問がある場合は、現地の法律顧問にさら
なる指導を求めます。

経済的利害関係
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個人とビジネスの誠実性｜利益相反

第三者のために働く場合、まずその意思を
を開示し、ライン管理職の書面による承認
を得ることなく、その代理で働くことは許
されません。

正社員においては、そのような業務に多大
な時間を費やしてはならず、合意された労
働時間内であってはならず、また、業績に
影響を与えたり、グループ会社に対する職
務や責任を何らかの形で妨げたりしてはな
りません。

例外なく禁止される状況もあります。例え
ば、グループ会社の競合他社、業務上取引
する顧客やサプライヤーのために働くこと
はできません。

「第三者のために、又は第三者の代理とし
て働く」とは、副業を引き受けること、取締
役やコンサルタントを務めること、その他
グループ外の組織（慈善団体や非営利団体
を含む）のためにサービスを提供すること
を意味します。当グループに対する義務や
責任を妨げない限り、自分の時間に行う無
報酬のボランティア活動は含まれません。

これらの例は最も一般的な利益相反の種
類を示したものであるが、利益相反は他の
様々な状況でも生じ得ます。例えば、親密
な関係にある組織に対して当グループがコ
ミュニティ投資（慈善寄付を含む）を行っ
た場合、またはあなたがBATでの仕事を通
じて知ることになった、自身の個人的な利
益のためにビジネスチャンスを得ようとす
る場合、対立が生じる可能性があります。 

重要なことは、あなたや近親者の個人的
利害が、BATの最善の利益のために行動す
る義務と対立する可能性があるという点で
す。BATを代表するあなたの判断や意思決
定が、個人的な利害関係によって影響を受
ける可能性がある、または影響を受けたと
思われる可能性がある場合、その利害関係
を開示しなければなりません。

副業 その他の形態の 
利益相反 
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当グループに適用される法律で
は、国、現地の法律、慣習に関
係なく、公務員への賄賂は犯罪
です。

贈収賄と汚職対策 
BATはゼロ・トレランス・アプローチを採用しており、あら
ゆる形態の贈収賄と汚職撲滅に取り組むことを約束して
います。グループ会社、従業員、または当社のビジネス・パ
ートナーが、贈収賄やその他の汚職行為、犯罪行為（詐
欺、横領、恐喝を含む）に関与すること、またはいかなる形
であっても参加することは、一切容認できません。

賄賂とは
賄賂には、（個人的かビジネス関連かに関
わらず）便宜を図るために提供される贈答
品、支払い、その他の利益（接待、キックバ
ック、就職斡旋、投資機会など）が含まれま
す。贈賄は支払われたり受け取られたりする
必要はなく、法律またはSoBCに違反する贈
賄を提案したり、要求したり、受け入れるこ
とに同意したりする行為自体でも問題とさ
れます。
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個人とビジネスの誠実｜贈収賄と汚職対策

グループの事業記録は、取引と支出の真の
性質と範囲を正確に反映しなければなり
ません。適用される腐敗防止法とベストプ
ラクティスに従って、財務記録と会計が正
確であることを保証するために内部統制
を維持しなければなりません。

グループ会社は、従業員および従業員に
代わって行動する第三者サービス・プロバ
イダーによる汚職行為について責任を問わ
れる可能性があります。従って、グループ
会社には、自社に代わって業務を遂行する
個人および会社から、不適切な支払いが申
し出られたり、行われたり、要求されたり、
受け取られたりしないことを保証する統制
を実施・運用することが期待されます。

このような統制には、以下を含む必要が
あります。

• 「Third Party AFC Procedure」 
（第三者AFC手順）を含む、「サプラ
イヤーを知る」「顧客を知る」手順。
これらはすべて関係するリスクに比例
している；

• サービスにおける贈収賄・汚職リスク
のレベルに応じて適切な、第三者との
契約における腐敗防止条項が含まれ
ており、これらに違反した場合は契約
解除の対象となる可能性がある；

• 適切な場合、サプライヤーとの関係を
管理するスタッフに対する腐敗防止研
修および支援； 

• 取引および経費の真性質および範囲
の迅速かつ正確な報告； 

• 合弁事業の取り決めの可能性を
含む、該当する取引への「M&A 
Transactions Compliance 
Procedure」（M&A取引コンプライ
アンス手順）の適用。これには倫理関
連リスクのリスク評価も含まれます。

適切な手続きの維持 帳簿、記録および内部
統制 

当グループに適用される法律では、国、現
地の法律、慣習に関係なく、公務員への賄
賂は犯罪です。また、私的事業に従事する
従業員や代理人（当社のサプライヤーな
ど）に賄賂を贈ることも犯罪です。 

次のことを決して行ってはなりません。 

• 公務員を含むあらゆる人物に対して 
（直接・間接を問わず）、不適切な行
為を誘発または報奨するため、あるい
は当社に利益があるよう、または他者
にそうすることを推奨するよう公務員
の決定に影響を与えるため、または影
響を与える意図で、贈答品、支払い、
その他の便益を提供、承認、約束、 
または贈与しすること。 

• 不適切な行為に対する報酬や誘引とし
て、あるいは当グループの意思決定に
不適切な影響を与える、または影響を
与えることを意図しているような印象
を与えるものとして、（直接的または間
接的に）あらゆる人物からの贈答品、
支払い、または他の利益を要求したり
受け入れたり、受け入れることに同意
したりすること。 

贈収賄防止法に違反した場合、グループと
個人の双方に厳しい結果がもたらされる可
能性があります。

賄賂禁止

従業員の健康、安全、または自由を保護す
るために必要な場合を除き、（直接的また
は間接的に）便宜を図るための支払いを行
ってはなりません。

「便宜を図るための支払」とは、支払う人
がすでに関わっている日常業務を円滑にす
る、または迅速化する目的で、下級公務員
に少額の金銭を支払うことをいいます。ほ
とんどの国では違法行為です。

BATは、従業員の健康、安全、または自由
が危険にさらされている例外的な状況を
除き、便宜を図るための支払いを認めませ
ん。そのような状況では、（可能であれば、
支払いが行われる前に）現地の法務顧問
を関与させます。また、支払いはグループ
会社の帳簿に完全に記録されなければな
りません。

政府または国有企業（個人ではない）に直
接支払われる、公表され、十分に文書化さ
れた迅速化手数料は、通常、腐敗防止法の
下では円滑化支払金とはみなされない。

斡旋料なし 
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グループ会社は、独立外部
監査人に対して、利益相反
を生じさせたり、独立性を 
危険にさらすようなG&Eを申
し出たり、約束してはなりま
せん。

贈答及び接待
(G&E)

頻度の低いビジネス関連の贈答
品・接待の提供と受領は商慣習とし
て許容可能です。しかし、不適切ま
たは過度な贈答品と接待は、贈収
賄と汚職の一形態となり、BATに深
刻な損害をもたらす可能性があり
ます。
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個人的およびビジネス上の誠実｜贈答品と接待（G&E）

贈答品や接待の提供、授受は、以下でな
ければなりません。 

• 本SoBCの「Anti-Bribery and 
Corruption Policy」（贈収賄と汚職
対策）の章で定義されているように、
贈収賄と汚職を構成する可能性があ
る場合は、決して提供／受領してはな
らない；

• オープンな形で与えられる／受け入れ
られる；

• 関連するすべての司法管轄区域におい
て合法であり、相手方の組織によって
禁止されていないこと；

• 入札や競争入札に参加する当事者は
関与しないこと；

• グループ会社が関与する取引に重要
な影響を及ぼさない、または及ぼすと
見られる可能性がないこと；

• 現金または現金等価物（バウチャー、
商品券、ローン、証券）の贈与でない
こと；

• 求めたり要求したりすることはない；

• 見返りを求めて提供される（すなわ
ち、条件を付けて提供される）もので
ないこと；

• 豪華または不適切（無礼、下品、性的
に露骨、または現地の文化に配慮して
グループ会社の印象を悪くするような
もの）であったり、そのように見えたり
しないこと；

• 事前に書面による承認を得ます。（本章
および／または追加的な地域要件によ
り承認が必要な場合）；

• 適用される事業経費の方針および手
続きに従って経費化される；

• さらに、公務員および民間部門の利害
関係者のための閾値を超えるすべての
G&Eは、G&E Trackerに記録され、承
認されなければなりません。

G&Eの提供および受領

• 意図：ビジネス関係の構築や維持、あ
るいは通常の礼儀を提供することの
みを意図しているか？特定のビジネス
上の意思決定において、受領者の客
観性に影響を与えることを目的とした
G&Eは、決して適切ではない；

• 合法性：自国または相手の国で、これ
は合法な行為だろうか？そうでなけれ
ば、適切ではない；

• 価値：市場価格は妥当か（すなわち、
贅沢／豪奢でない）、またビジネス関
係を構築または維持する意図や通常
の礼儀を提供する意図に比例している
か？そうでなければ、適切ではない；

• 頻度：グループ会社が受領者にG&Eを
提供する頻度は低いか？

• 透明性：直属のマネージャー、同僚、
またはグループ外の人がこの贈答品・
接待について知った場合、自分自身や
受領者は困るだろうか？もしそうなら、
それは適切ではない。

G&Eを提供または受領
する場合は、次のことを
考慮します。公務員または近親者、友人、同僚にG&E 

（またはその他の個人的利益）を提供する
ことで、公務員に直接的または間接的に影
響を与えようとしたり、特定のビジネス上の
利益を得ようとしたりすることは禁止され
ています。

規制当局との関わりは私たちのビジネスの
一部です。このような状況においてG&Eを
提供または受領することは（明記された閾
値の範囲内であれば）許される場合があり
ます。しかし、多くの国では公務員がG&Eを
受け取ることを認めておらず、贈収賄防止
法が厳しい場合が多いため、特に注意が必
要です。

当社は以下の条件において、事前の承認を
得ることなく、公務員との間でG&Eを提供
または受領することができます。 

• 1人1件につき閾値20ポンドを下回る 
（または地域の同等額を下回る）；且つ 

• 合法で、頻度が少なく、適切である。

公務員（またはその近親者）との間で閾値 
（しきい値）20ポンドを超え200ポンド
までのG&Eを提供または受領する場合
は、G&E Trackerにおいて、部門長および
現地の法律顧問から書面による事前承認
を得なければなりません。

公務員（またはその近親者）との間で200
ポンドを超えるG&Eを提供／受領する場
合は、例外的な状況が発生した場合にのみ
適切であり、G&E Tracker（G&E手順に詳
述）で事前の承認を必要とします。

公務員へのG&E
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個人的およびビジネス上の誠実｜贈答品と接待（G&E）

グループ会社は、独立した社外監査人に
対して、利益相反を生じさせたり、独立性
を危険にさらすようなG&Eを申し出たり、
約束したりしてはなりません（社外監査人
が関与するG&Eに関する詳しいガイダンス
については、「G&E Procedure（G&E手
順）」を参照）。KPMGは現在、当グルー
プおよびグループ会社の大半の独立社外
監査役です。

独立社外監査役との間
で行われるG&E

当社は、事前承認を得ることなく、民間部
門の関係者との間でG&Eを提供または受
領することができます： 

• 1インスタンスにつき個人あたり200ポ
ンドの閾値未満を下回る（または地域
の同等額を下回る）場合。

• 合法的で、頻度が少なく、合理的な商
習慣に合致していること。

G&E Trackerを通じて事前の書面による
承認を得なければなりません： 

• 閾値200ポンドを超えるG&Eの提供ま
たは受領について、部門長から承認を
受けます。

常に注意します： 

• 要請を承認する場合、承認者は、提案
されたG&Eが上記の期待事項に反し
ていないこと、特に、タイミングおよ
び／またはより広範な文脈が、G&Eに
よって意思決定が影響を受ける可能
性があることを示唆するものではない
と認識され得ることを納得しなければ
なりません；

• 事前承認が不可能な例外的な状況も
あり得ます。承認は、G&Eの授受から7
日以内に、可能な限り速やかに要求し
なければならず、その際、事前承認を
要求または取得しなかった理由につい
て正当な理由を書面で提出しなけれ
ばなりません；

• 部門長は、現地の法律顧問と協議の
上、グループ会社従業員に提供され
た、またはグループ会社従業員が受け
取った、適用される閾値を超えるG&E
をどうするか決定します。一般的に、そ
のようなG&Eは拒否されるか返却さ
れるべきです。これが不適切であった
り、不快感を与えたりする場合、G&E
は関連グループ会社の所有物となる
ことを前提に受理されることがあり
ます；

• 必要なG&Eの承認を求める義務を、
個人的に支払う、あるいは他人に支
払ってもらうことで回避してはなりま
せん； 

• すべてのG&Eは、適切な事業費ポリシ
ーと手続きに従って費用化されなけれ
ばなりません；

• いかなる場合においても、BAT担当者
の立ち会いなしに、BATの費用負担で
接待を行うべきではありません；

• 疑義を避けるため、本章の閾値を回避
するために、G&Eをより小さな金額／
数値に分解してはなりません；

• G&Eは通常、BATが業務上の関係を
有する者に向けられるべきであり、そ
の友人や親戚には向けられません。し
かし、個人の友人、親戚、その他のゲ
ストが出席する場合、その費用は、 
本章の閾値の目的のために合算され
るべきです；

• 例外的な承認および特定の限定され
た状況下で利用可能な包括的承認に
関する詳しいガイダンスについては、
「G&E Procedure（G&E手順）」を
参照のこと；

• 追加情報は、「G&E Procedure 
（G&E手順）」および「G&E FAQs 
（G&Eに関するよくある質問）」をご
覧ください。

民間セクターのステーク
ホルダー 



多くの国では公務員がG&Eを
受け取ることを認めておらず、
贈収賄防止法も厳しいことが
多いため、特に注意が必要 
です。
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G&E Tracker（www.bat.com/ge）
にアクセスします。

個人的およびビジネス上の誠実｜贈答品と接待（G&E）

従業員がグループ会社からG&Eを受け入
れることに制限はない。グループ会社は、
そのようなG&Eが合法的、適切、かつ比
例的なものであることを保証する必要が
あります。

各グループ会社は、公務員のG&E 
Trackerの維持と監視に責任を持ち、民間
部門のG&Eの記録と、閾値レベルを超え
るすべてのG&Eの登録がG&E Trackerに
維持されるようにします。

グループ会社からの
G&E 

正式な記録とモニタリ
ング 

相談窓口
所属部門の部門長

上級管理職

地元の法律顧問

コーポレート・コンプライアンス部長： 
sobc@bat.com

スピークアップポータル： 
bat.com/speakup

スピークアップホットライン： 
bat.com/speakuphotlines

グループ指定役員：gdo@bat.com

http://www.bat.com/ge
mailto:sobc%40bat.com?subject=
http://bat.com/speakup
http://bat.com/speakuphotlines
mailto:gdo%40bat.com?subject=
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社外ステークホルダー｜ロビー活動とエンゲージメント

ロビー活動と 
エンゲージメント
BATは企業の透明性を重視しています。社外のステークホル
ダーとのすべての関与活動は、透明性、開放性、誠実性をもっ
て実施することが必要です。私たちは、業務に影響を与える
政策関連の議論に正当な貢献をし、従業員は本章5に従って
関与することが求められます。

当グループは果たすべき正当な役割
がある
市民参加は、責任ある事業および政策立案の基本的側面
であり、BAT社員は、ロビー活動登録および報告要件を含
め、事業を行う市場のすべての法律および規制を遵守し、
透明かつオープンな方法で政策プロセスに参加しなけれ
ばならりません。
 
政治家、政策立案者、規制当局との関わりは、透明性のあ
る方法で正確な情報を提供することに重点を置いていま
す。これにより、外部の利害関係者が政策決定を行うため
の強固な基盤が構築されます。

5この「ロビー活動とエンゲージメント」
の章は、経済協力開発機構（OECD）の
ロビー活動の透明性と誠実性のための
原則に基づいています。
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社外のステークホルダーと関わ
る際には、グループ会社および
従業員は、事業を行っている市
場のすべての法律および規制を
遵守し、オープンで透明性のあ
る方法で方針プロセスに参加 
することを保証することが必要
です。

社外ステークホルダー｜ロビー活動とエンゲージメント

グループ会社および従業員は、社外のステ
ークホルダーと関わる際、以下を徹底しな
ければなりません。 

• 当社がビジネスを展開する市場のすべ
ての法律と規制を遵守し、開示性と透
明性の高い方法でエンゲージメントを
行うこと；

• 必ず氏名と所属企業を伝えて身分を
明かすこと；

• 本SoBCの「Anti- bribery and 
Corruption Policy（贈収賄と汚職対
策ポリシー）」の章を遵守すること。直
接的または間接的に、当グループまた
はグループ会社に有利になるような人
物の意思決定に影響を与えるために、
支払い、贈答品、その他の便益を申し
出たり、与えたりしないこと；

• 他の当事者に属する機密情報を求め
たり、故意に入手したりしない、また
は不正な手段で情報を入手したりしな
いこと；

• 守秘義務違反を誘発しないこと；

• 意図せざる悪影響を最小限に抑えつ
つ、規制の目的に最も合致する建設的
な解決策を提示すること。

公務員に金銭的な出張および/または宿泊
支援を提供することは禁止されています 
（例：イベントや商談に出席するための旅
費や宿泊費を支払うなど）。

この規則の変更を要請するに値する例外
的な状況が生じた場合は、G&E手順に従
い、AGCビジネス・インテグリティ＆コン
プライアンスおよび該当するCORA地域責
任者、または規制グループ責任者（中央機
能）の事前承認を得なければなりません。

透明性と高いプロ意識 公務員への出張支援 

対外的なエンゲージメント活動を行う場
合、従業員は以下のことに努めなければな
りません：

• 規制当局、政治家、政策立案者と正
確で完全な、根拠に基づいた情報を
共有し、意思決定に最適な情報を提
供する。

正確で根拠に基づいた
コミュニケーション

BATは、相互に関心のある政策課題につ
いて第三者を支援します。このような場
合、グループ会社および従業員は、以下を
確実に行わなければなりません： 

• 第三者機関の支援を公に認め、商業
上の守秘義務およびデータ保護法に
従う；

• 本SoBCの「ロビー活動とエンゲージ
メント」の章、または「贈収賄と汚職
対策」の章に反するような行為を第三
者に依頼しない；

• これらの章では、ロビー活動の登録お
よび報告を規定する法律を含む、事業
を展開する市場のすべての法律および
規則を遵守することをすべての第三者
に義務付けています。

第三者
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政治献金
政治献金が現地の法律で明示的に許可されており、現地
の商慣習の一部として一般的に受け入れられている場合、
法律と本章（またはそれに相当する現地法）に厳格に従っ
てのみ行わなければなりません。

正しい理由による献金
現地の法律で明示的に許可されている場合、グループ会社は政党や政治団体、および被選挙
権を持つ候補者のキャンペーンに献金することができます（米国の連邦公職の候補者に対す
る企業献金は固く禁じられている）。ただし、以下のような支払いは認められません：

• 不適切なビジネス上の利益やその他の利益を得るため、または公務員の意思決定に不適
切な影響を与え、グループ会社に有利になるようにするために行われる場合；

• 受取人またはその家族、友人、同僚、知人の個人的な利益を意図したものである場合。
 
グループ会社が政治献金を行うことは、その献金自体が公務員に特定の行動や意見表明をす
るよう影響を与えることを意図している場合、または公務員による決定を確保し、当社または当
グループに有利になるよう支援することを目的とする場合は許されません。

政治献金を承認する場合、グループ会社の取締役会は、これらの要件に確実に準拠し、これを
適切に文書化することが必要です。

外部ステークホルダー｜政治献金



すべての政治献金は、外部
の法的助言により書面で確
認された、現地の法律で明
示的に許可されたものでな
ければなりません。
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外部ステークホルダー｜政治献金

すべての政治献金は、以下のものでなけれ
ばなりません。 

• 外部の法的助言により書面で確認され
た、現地の法律により明示的に許可さ
れたもの；

• 事前に該当する地域の法務部長また
はそれに相当する者に通知する（その
ような活動に関与することが許可され
た人物の国籍を規定する適用法に従
う）；

• 関連するグループ会社の取締役会が事
前に承認すること；

• 会社の帳簿に完全に記録すること；

• 必要であれば、公文書に掲載される
こと。

英国内または米国内で政治活動を行って
いる団体に寄付を行う提案がある場合（特
に、管轄外に位置するグループ企業からの
ものである場合）は、厳格な手続きに従わ
なければなりません。これは、治外法権的
な効力を持つ法律と、「政治的組織」の定
義が非常に広いためです。

米国における外国人献金の禁止は特に厳し
く、慎重に遵守することが必要です。

英国内で政治献金を行う前に、AGCビジネ
ス・インテグリティ＆コンプライアンスに通
知する必要があります。

個人として、私たちには政治プロセスに参
加する権利があります。従業員として個人
的な政治活動を行う場合、以下のようにし
なければなりません。

• 自分の時間を使って、自分のリソース
で行うこと。個人的な政治活動に使用
できないBATリソースの例としては、
会社のEメール、コンピュータ、電話、 
プリンター、コピー機などがあります；

• 自身の見解や行動が、グループ会社の
見解と誤解される可能性を最小限に
抑えること；

• 自分自身の活動が、グループでの職務
および責務と対立しないよう注意を払
うこと。

公職を目指す、または公職を引き受ける予
定がある場合は、事前に部門長に通知し、
公務が業務に影響を及ぼす可能性がある
かどうかを相談し、そのような影響を最小
限に抑えるために協力すべきです。

厳格な認可要件 個人的な政治活動
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グループ会社は、まず「Group 
Community Investment 
Framework（グループコミュニ
ティ投資フレームワーク）」に詳
述されているコンプライアンス
要件を適用することなく、いかな
るコミュニティ投資も行っては
なりません。

コミュニティ投資
私たちは、企業市民としてのビジネスの役割を認識し、
グループ会社は地域社会への投資や慈善プロジェクト
を支援するよう奨励されています。

外部ステークホルダー｜コミュニティ投資

当社の信念
「コミュニティ投資」とは、商業活動や中核事業活
動、法的義務を超えた自主的な活動であり、私たち
が事業を展開している国やコミュニティの経済的、
社会的、環境的持続可能性に貢献するものです。

これらの投資は、当社が事業を展開する地域社会に
おけるさまざまな問題や大義に取り組むもので、慈善
団体、非政府組織（NGO）、市民社会が関与すること
が多く、地域社会プロジェクトへの支出や慈善寄付、
現物支給による寄付、従業員によるボランティア活動
などが含まれます。
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外部ステークホルダー｜コミュニティ投資

国際的な企業として、BATは多くの国で重
要な役割を果たしており、グループ各社は
事業を展開する地域社会と密接な関係を
築いています。私たちは、地域社会への投
資を通じて、これらの地域社会を支援し、
恩返しするという長年のアプローチを持っ
ています。

「Group Community Investment 
Framework（グループコミュニティ投資
フレームワーク）」は、グループ会社が国
連の持続可能な開発目標に沿ったコミュニ
ティ投資を開発、実施、モニタリングする
方法を定めたものです。

グループ会社による地域社会への投資
は、会社の帳簿に完全に記録され、必要で
あれば、会社または被投資先によって公的
に記録されなければなりません。

グループ企業は、サステナビリティ報告の
目的で報告するコミュニティ投資が、財務
および法定報告の目的で報告する投資と
一致していることを確保する必要があり 
ます。

地域社会への支援 提供内容の完全な記録 

グループ会社は、コミュニティ投資先の評
判と地位を確認するために、まず「Group 
Community Investment Framework 
（グループコミュニティ投資フレームワ
ーク）」および付属文書「Due Diligence 
and Governance（デューデリジェンスと
ガバナンス）」に詳述されているデューデ
リジェンスとガバナンスのアプローチを適
用することなく、コミュニティ投資を行う
べきではありません。

寄付を行う前に、グループ会社は、寄付先
が誠実かつ持続可能な目的を持って行動し
ており、寄付が不適切な目的に使用されな
いことを確認する必要があります。

慈善団体および/またはNGOの登録が義
務付けられている国では、グループ会社
は、寄付を行う前に、その登録状況を確認
すべきです。

評判と地位の確認 

政府機関、SOE、または同等の公的機関 
（災害救援活動を支援するための資金提
供を政府から要請された場合を含む）に
貢献する場合は、グループコミュニティ投
資フレームワークおよび付属文書に詳述さ
れているデューデリジェンスおよびガバナ
ンス・アプローチを適用し、追加のデュー
デリジェンスおよびリスク軽減措置を講じ
る必要があります。

グループ会社は、そのような政府組織、国
営企業、またはそれに準ずる組織が真正な
ものであり、コミュニティ投資による貢献
が公務員やその家族ではなく、一般市民に
利益をもたらすものであることを確認する
よう注意しなければなりません。

公務員の個人的または関連慈善団体に寄
付してはなりません。

コミュニティ投資は、政治献金、政治的影
響力の行使、不適切な行為の誘発または報
酬、あるいはBATに提供されたサービスに
対するBATの通常の支払いプロセスによる
支払いの代用として、間接的な手段として
使用してはなりません。

政府役人、国有企業
（SOE）および同等の公
的機関 

相談窓口
所属部門の部門長

上級管理職

地元の法律顧問

コーポレート・コンプライアンス部長： 
sobc@bat.com

スピークアップポータル： 
bat.com/speakup

スピークアップホットライン： 
bat.com/speakuphotlines

グループ指定役員：gdo@bat.com

mailto:sobc%40bat.com?subject=
http://bat.com/speakup
http://bat.com/speakuphotlines
mailto:gdo%40bat.com?subject=


G&E：贈る場合も
受け取る場合も、
追跡してください
贈答品と接待トラッカーは、 
www.bat.com/ge、またはSoBCアプ
リのトップメニューからアクセスでき 
ます*
*BATネットワーク使用時

G&E Trackerポータルにア
クセスする
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http://www.bat.com/ge


43

1. はじめに
2. スピークアップ
3. 社会と環境
4. 個人およびビジネスの誠実性
5. 社外ステークホルダー
6. 企業資産および財務の健全性
7. 国内および国際取引
8. 用語集

企業資産およ
び財務の健
全性

6

44 正確な帳簿と記録

47 企業資産の保護

50 データプライバシー、倫理、人工知能 

51 サイバーセキュリティ、機密保持と情報セキュリティ

54 インサイダー取引および市場濫用行為



44

正確な帳簿と記録
財務情報および非財務情報の誠実、正確かつ客観的な
記録と報告は、当グループの評判に不可欠で、法律、税
務、監査および規制上の義務を果たす能力、ならびにグ
ループ会社の経営上の意思決定および行動を支援する能
力です。

正確な情報とデータ
財務的か非財務的かを問わず、私たちが作成するデータはすべて、対象となる取引や出来事
を正確に反映したものでなければなりません。

財務情報およびその他の事業情報を報告するために、適用される法律、外部会計要件、および
グループの手続きに従わなければなりません。

これは、データが紙媒体であろうと電子媒体であろうと、あるいはその他の媒体であろうと適
用されます。

正確な記録の保存を怠ることは、グループのポリシーに反し、違法となる可能性もあります。

記録の改ざんや事実誤認を正当化することは決してありません。

そのような行為は詐欺行為に相当し、民事責任または刑事責任を問われる可能性があります。

企業資産と財務の健全性｜正確な帳簿と記録
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企業資産と財務の健全性｜正確な帳簿と記録

当社の法的および規制上の義務を遵守す
るため、特定の情報を定められた期間保
存することが義務付けられており、保存期
間が満了する前にそのような情報を削除ま
たは処分してはなりません。例えば、税務
情報、財務諸表、契約書または合意書、特
定のマーケティング情報、および人事文書
が含まれます（これらに限定されません）。
また、個人情報保護法により、必要以上の
期間、個人情報を保有することができない
場合があります。
       
私たちは全員、全従業員に対する規則を
定めた「Group Records & Information 
Management Procedure（グループ記
録・情報管理手順）」に従って記録と情報
を管理する責任があります。また、特定の
記録や情報は、「ホールド・オーダー」に基
づくものなど、法的な理由から通常の保存
期間を超えて保存する必要があることを認
識することも重要です。ホールド・オーダー
の対象となる情報を保有している可能性が
あることを知らされた場合、その情報をい
かなる形でも変更、破棄、削除してはなり
ません。  

記録と情報管理

同僚や第三者と協力するために、インスタ
ント・メッセージングや個人用電子メール・
アプリケーションなど、第三者が提供する
BAT以外の通信アプリケーションは、一般
的な通信チャネルになり得ます。

しかし、サードパーティの通信アプリケー
ションを業務に使用することは、サイバー
セキュリティや、記録・情報管理義務の遵
守という観点から、当社にリスクをもたら
す可能性があります。

このような通信チャネルを使用するこ
とが決定的に必要とされる例外的な場
合があることを認識しています（例え
ば、他のチャネルが利用できない場合、
安全衛生目的のブロードキャストメッセ
ージなど）。これらの例外は、「Group 
Records & Information Management 
Procedure（グループ記録・情報管理手
順）」に定められています。

許可された例外を除き、業務関連の通信に
第三者の通信アプリケーションを使用する
ことは固く禁じられています。

第三者通信アプリケーシ
ョン 

すべての取引と契約は、すべてのレベルで
適切に承認され、正確かつ完全に記録さ
れなければなりません。

グループ会社が締結するすべての契約は、
他のグループ会社または第三者との契約で
あるかを問わず、書面によって証明されな
ければなりません。

グループ会社を代表して契約の準備、交
渉、承認に責任を負う場合、関連する契約
承認方針と手続きに従って承認、署名、記
録されることを確認することが必要です。

製品の販売に関連してグループ会社が作
成するすべての書類は、国内向けか輸出向
けかを問わず、正確かつ完全であり、取引
の適切な見解を示すものでなければなり
ません。

すべての文書は、税務、通関、その他の
当局による検査のために必要な場合に
は、「Group Records & Information 
Management Procedure（グループ 
記録・情報管理手順）」および適用される
現地の法律の要件に沿って、（関連する通
信文書とともに）保管されなければなりま
せん。

取引の文書化

私たちは、グループの外部監査人および内
部監査人に全面的に協力し、グループ会
社の監査に関連する監査人が保有するす
べての情報（関連監査情報）を、その会社
の外部監査人が利用できるようにします。

外部監査人に全面的に協力する義務は、
法的制約の対象となります。例えば、法的
特権文書の場合などです。

そうでなければ、外部監査人からの要請に
は速やかに対応し、関連するスタッフおよ
び文書への完全かつ無制限のアクセスを
許可すべきです。

いかなる状況においても、誤解を招く、不
完全、または不正確であることを知っている
（または合理的に知るべき）情報を、社外
監査人または社内監査人に提供すべきで
はありません。 

社外監査役との協力 
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財務的か非財務的かを問わず、
私たちが作成するデータはすべ
て、対象となる取引や出来事を
正確に反映したものでなければ
なりません。

財務データ（帳簿、記録、勘定など）は、
現地で一般に公正妥当と認められた会計
原則と、当グループの会計・報告方針およ
び手続きの両方に適合していなければな
りません。

グループ会社の財務データは、その所在国
で適用されている一般に公正妥当と認めら
れた会計原則に沿って管理されなければ
なりません。

グループ報告の場合、データはグループの
会計方針（IFRS）と手続きに沿ったもので
なければなりません。

会計基準に従う

企業資産と財務の健全性｜正確な帳簿と記録



企業資産と財務の健全性｜企業資産の保護  

47

企業資産の保護
私たちは預かったグループの資産を保護し、適切に利
用する責任があります。

会社の最善の利益のために行動します
グループの資産が毀損、誤用、横領、浪費されないように、他者による乱用や横領
を報告しなければなりません。

グループ資産には、物的および知的財産、資金、時間、専有情報、企業機会、設備、
施設が含まれます。
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企業資産と財務の健全性｜企業資産の保護  

グループの資金を保護し、不正使用、詐
欺、盗難から守らなければなりません。経
費の請求、証憑、請求書、インボイスは正
確で、タイムリーに提出しなければなりま
せん。

「グループ資金」とは、グループ会社に属
する現金または現金同等物を意味し、当社
への立替金や当社が保有する会社のクレ
ジットカードを含みます。

従業員による不正行為や窃盗は、解雇や訴
追の対象となる可能性があります。

私たちは、グループ資産へのアクセスを提
供するために使用される可能性のある情
報を保護しなければなりません。

ビルのアクセスカード、ID、パスワード、コ
ードなど、グループ会社の資産やネットワー
クにアクセスするために使用されるあらゆ
る情報のセキュリティを常に維持します。

グループ内で所有するすべての知的財産
を保護しなければなりません。 

知的財産には、特許、著作権、商標、意匠
権、その他の専有情報が含まれます。

資金の窃盗と不正使用
からの保護 

資産へのアクセス確保 ブランドとイノベーショ
ンの保護 

皆、責任を果たすために仕事に十分な時
間を割くことが期待されています。

仕事中は、業務に完全に従事し、業務に支
障をきたさない適度なレベルを超えて個人
的な活動を行わないことが求められます。
これには、BATでの日常的な役割に支障を
きたす可能性のある時間を要求する可能性
のある、許可された報酬を伴う追加的な役
割（利益相反の章で許可されている）も含
まれます。 

仕事に十分な時間を割
きます 



グループ資産には、物的および
知的財産、資金、時間、専有情
報、企業機会、設備、施設が含
まれます。
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以下に規定されている場合を除き、また会
社の方針および「技術利用手順」に沿った
場合を除き、会社の機器または設備を個人
的な活動のために使用してはなりません。

支給された、または利用可能にされた会社
の機器およびシステムの限定的、臨時的、
偶発的な個人使用は許可されますが、以下
の条件を満たす必要があります。

• 合理的であり、業務の適切な遂行を妨
げないこと；

• 当社のシステムの性能に悪影響を与え
ないこと；

• 違法または不適切な目的でないこと。

合理的かつ短時間の個人的な電話、Eメー
ル、インターネットの使用は許可されます。
不適切な使用には以下が含まれます：

• 軽蔑的、中傷的、性差別的、人種差別
的、わいせつ、低俗、またはその他の
攻撃的なコミュニケーション；

• 著作権、ライセンス、またはその他の所
有権を有する資料の不適切な流布； 

• チェーンレター、広告、勧誘（許可され
た場合を除き）の送信；

• 不適切なインターネットサイトへのア
クセス。

会社の備品の使用

以下のことを故意に行ってはなりません：

• 第三者の物理的資産を損傷、悪用、ま
たは不正流用すること；

• 第三者の権利を侵害し、有効な特許、
商標、著作権、その他の知的財産を侵
害すること；

• 第三者のシステムまたはリソースのパ
フォーマンスに悪影響を与える不正
行為。

物理的および知的財産に対して、第三者が
グループの資産に対して示すことを期待す
るものと同じ尊重を示すべきです。

第三者の資産の尊重 

企業資産と財務の健全性｜企業資産の保護  
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企業資産と財務の健全性｜データプライバシー、倫理、人工知能

データプライバシー、
倫理、人工知能
法令を遵守し、倫理的で責任ある方法でデータと技術革
新を活用することを約束します。これは、データ関連のあ
らゆる活動における信頼性と完全性を維持するために、
堅牢なデータガバナンス慣行を実施し、個人の個人情報
を保護し、法的要を順守することを意味します。

個人（従業員、顧客、消費者など）に関する大量の情報を保有するグローバル企業とし
て、グループ会社およびその従業員は、現地のデータ保護法、「Group Data Ethics 
and Artificial Intelligence Procedure（グループデータ倫理および人工知能手順）」、
「Group Data Privacy Procedure（グループデータプライバシー手順）」に従って、
人々のデータを公正かつ合法的、合理的に取り扱うことを保証しなければなりません。 

より広い意味で、データとイノベーションは当社のビジネスと将来の成功に不可欠な要素
です。当社は、倫理的かつ責任を持ってデータを扱うという責任を認識しながら、当社の
価値観を体現することを全員に推奨します。

実践的には、「グループデータプライバシー手順」および「データ倫理および人工知能
手順」に規定されている原則とガイダンスに従わなければならないということです。この
手順は、企業としてデータ（個人データを含む）をどのように利用し取り扱うか、（人工知
能などの）イノベーションを倫理的な方法で促進するかについての枠組みを提供すること
を目的としています。当社のコミットメントは、法律を遵守するだけでなく、当社の倫理基
準および価値観に沿った方法で事業を展開することです。

法域によっては、特定の法律が追加的な要件を課す場合があることに留意する必要があ
り、当社は、かかるすべての適用法に従ってすべてのデータ（個人情報を含む）を取り扱
います。



サイバーセキュリティ、
機密保持と情報セキュ
リティ
BATの記録とITシステムを不正アクセス、不正使用、不正
開示から保護し、グループと事業に関連するすべての商
業上の機密情報、企業秘密、その他の機密情報の機密性
を維持します。
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サイバーセキュリティの管理とセキュリティリスクの
低減
当グループは、サイバーセキュリティ・リスクを低減するための手段、プロセスおよ
びポリシーを使用しており、当グループのすべての従業員および請負業者は、サイ
バーセキュリティ・リスクを低減するように行動する個人的および集団的責任を負
っています。これには、以下が含まれます。

• 常にサイバーセキュリティ手順に従うこと； 

• 適用される法律に従い、高度な注意力、プロ意識、適切な判断力を発揮する 
こと； 

• 個人データおよび機密情報の収集、保存、アクセス、および送信は、「Group 
Data Privacy Procedure（グループデータプライバシー手順）」および
「Group Acceptable Use of Technology Procedure（グループ技術の許容
される使用手順）」に従うなど、当グループが許可した場合にのみ行います。

個人データ、機密情報、グループのITシステムの機密性、完全性、可用性を保護する
ための適切な措置を講じなかった場合、グループの事業継続性、機密保持義務、専
有情報、評判が脅かされる可能性があり、また、規制上および法律上の義務を遵守
する能力が損なわれる可能性があります。

企業資産と財務の健全性｜サイバーセキュリティ、機密保持、情報セキュリティ



いかなる人にも他の組織の機密
情報を求めたり、意図的に入手
したりしてはなりません。

ほとんどのセキュリティ・インシデントは、
ヒューマン・エラーによって引き起こされ
るか、可能にされます。ヒューマン・エラー
には、意図しない行動や適切な行動を取
らなかったことが含まれ、セキュリティ・イ
ンシデントを引き起こしたり、拡大させた
り、発生を許したりします。

セキュリティ意識 

企業資産と財務の健全性｜サイバーセキュリティ、機密保持、情報セキュリティ

機密情報とは、当グループ、当グループの
従業員、顧客、ビジネス・パートナー、ま
たは当グループと取引のある他者に関連
する、一般的に公開されていない情報、資
料、知識を指します。機密情報は、第三者
に開示された場合、当グループの利益を損
なう可能性があります。

当グループまたは第三者に関する機密情
報の入手、使用、その他の取り扱いの方法
によっても、適用される法律またはその他
の当グループの方針に違反する可能性があ
ります。

機密情報の例には以下が含まれます：

• セールス、マーケティング、その他企業
データベース；

• 価格設定とマーケティング戦略と 
計画；

• 機密製品情報および企業秘密； 

• 研究および技術データ；

• 新製品開発資料；

• ビジネスアイデア、プロセス、提案また
は戦略； 

• 未発表の財務データおよび結果；

• 会社計画；

• 人事データおよび従業員に影響を与
える事項；

• グループ会社にライセンスされた、ま
たはグループ会社が開発したソフトウ
ェア。

秘密情報 

グループ会社または事業に関連する機密
情報をグループ外に開示してはなりませ
ん、上層部の許可を得ずに、以下のことだ
けを行います：

• 守秘義務を負い、グループ会社に代わ
って業務を遂行するために情報を必
要とするグループ会社の代理人または
代表者；

• 書面による守秘義務契約または約束
の条件下で；

• 地元の法務顧問に通知し、事前の承
認を受けた上で、管轄の司法機関、政
府機関、規制機関または監督機関の
命令または要請の条件に従う場合。

 
機密情報を電子的に送信する場合は、技
術的・手続き的な基準を適用し、可能であ
れば相手側と合意すべきです。

公開の場での話し合いや文書の使用を通
して機密情報を意図せず公開してしまうリ
スクに十分留意する必要があります。

機密情報の開示 

52
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企業資産と財務の健全性｜サイバーセキュリティ、機密保持、情報セキュリティ

グループ会社または事業に関連する機密
情報を、自身の経済的利益のため、または
友人や親戚のために使用してはなりません
（「利益相反」を参照）。

公開企業の株式や証券の価格に関連する
機密情報である「内部情報」にアクセスす
る場合は、特に注意が必要です。詳細は 
「インサイダー取引と市場濫用」を参照し
てください。

機密情報の使用

従業員および請負業者は、機密情報また
は個人データが紛失する可能性がある場
合、または実際に紛失した場合、あるいは
実際または未遂の不正アクセスまたは改ざ
んがあった場合、直ちに現地のIDTセキュ
リティチームに報告する必要があります。

このような、「機密」と見なされる可能性の
あるデータ（全ての個人データ、財務デー
タなど）に関与する可能性のある事故に気
づいた場合は、直ちに最寄りのIDTセキュ
リティまたは法務チームに報告する必要が
あります（データプライバシー・カウンセル
および/またはデータ保護責任者など）。ビ
ジネス上の機密情報は、公共のプラットフ
ォームやアプリケーション、その他承認さ
れていないテクノロジー・ソリューションで
共有すべきではありません。

情報セキュリティ事件

グループ会社または事業に関連する機密
情報へのアクセスは、業務を遂行するた
めに必要な従業員にのみ提供されるべき
です。

私たちは、グループ会社またはその事業に
関連する機密情報を、その情報を保護する
ための適切な手配をせずに、持ち帰っては
なりません。

詳しいガイダンスについては、法務部まで
お問い合わせください。

機密情報へのアクセスと
保管

いかなる人にも他の組織の機密情報を求
めたり、意図的に入手したりしてはなりま
せん。他社の機密情報かもしれないと思
われる情報を不注意で受け取った場合、直
ちに部門長および現地の法律顧問に通知
しなければなりません。

第三者情報 
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企業資産と財務の健全性｜インサイダー取引と市場濫用

インサイダー取引お
よび市場濫用行為
世界中の公正で開かれた証券市場を支援することを
約束します。従業員は、内部情報に基づいてBritish 
American Tobacco p.l.c.（以下「当社」）の株式またはそ
の他の証券を売買したり、いかなる形であれ市場濫用に関
与したりしてはなりません。

「内部情報」の定義を用語集で調べます。

市場濫用
従業員は、以下を含む市場濫用行為を行ってはなりません。

• 内部情報の不適切な開示

• 内部情報に基づく証券の取引

• 内部情報の悪用

• 相場操縦への関与 

市場濫用（それを行ったり他者にそれを促したりすること）は違法行為です。

英国における市場濫用またはインサイダー取引に該当する可能性のある行為の詳細について
は、British American Tobacco株式ディーリング規程（以下「規程」）をご参照ください。



内部情報を誤用した場合、
当グループおよび関係者に
民事上または刑事上の罰則
が科される可能性があるた
め、内部情報の取り扱いに
は注意が必要です。
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企業資産と財務の健全性｜インサイダー取引と市場濫用

当社に関する内部情報の可能性がある情
報を保有または受領し、当グループにおけ
る自分の役割がかかる情報を保有または
受領することに関連しない場合は、直ちに
グループ法務部長に報告しなければなり
ません。

そのような情報を持ったり受け取ったりす
る役割を担う場合、適用される要件とグ
ループのプロセスに従わなければなりま
せん。

内部情報を誤用した場合、当グループおよ
び関係者に民事上または刑事上の罰則が
科される可能性があるため、内部情報の取
り扱いには注意が必要です。

当社に関連する内部情報である可能性の
ある情報を持 つ、または受け取った場合
は、そのような情報を持 つ、または受け取
ることに関係なく、直ちにグループ・カンパ 
ニー・セクレタリーに報告しなければなり
ません。

上場しているグループまたは非グループ 
企業に関連する内部情報（または類似の
情報）は、極秘に扱われなければなりま
せん。

当該会社に関連する内部情報を持ちなが
ら、当社の有価証券を売買してはならず、
また他人に売買を勧めてはなりません。

当社の有価証券を取引する場合は、現地
の株式取引法および当社の、すべての従業
員、請負業者、取締役に適用される「行動
規範」を遵守する必要があります。

同様に、上場している他のグループ会社ま
たはグループ会社以外の会社の有価証券
を取引してはならず、また、その会社に関連
する内部情報（または類似の情報）を持っ
ている間は、そのような取引を他人に勧め
てはなりません。当社は、適用される全て
の株式取引法および要件を遵守しなけれ
ばなりません。

内部情報の取り扱い 責任ある株式取引

相談窓口
所属部門の部門長

上級管理職

地元の法律顧問

グループ総務部長

コーポレート・コンプライアンス部長： 
sobc@bat.com

スピークアップポータル： 
bat.com/speakup

スピークアップホットライン： 
bat.com/speakuphotlines

グループ指定役員：gdo@bat.com

mailto:sobc%40bat.com?subject=
http://bat.com/speakup
http://bat.com/speakuphotlines
mailto:gdo%40bat.com?subject=
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国内および国際貿易｜競争と独占禁止

競争と独占禁止
当社は自由競争を信条としています。グループ会社は、競
争法（「反トラスト」法）に準拠して、公正かつ倫理的に競
争しなければなりません。

競争法がビジネスに与える影響
競争法は、販売や陳列、サプライヤー、販売代理店、顧客、競合他社との関係、M&A
取引、契約書の交渉や作成など、価格戦略、商業戦略、取引条件を決定する際にも当
社の活動のほぼすべての側面に影響を与えます。法律は時として市場の状況と連動し
ており、それが競争問題への取り組み方に影響を与えます。例えば、市場の集中、製品
の同質性とブランドの差別化、あるいは広告規制、陳列禁止、公共の場での喫煙禁止
などを含みます。

市場環境に関係なく禁止されている行為もあります。



58

当社は活発な競争を約束し、事業を展開
する各国および各経済地域における競争
法を遵守します。多くの国には反競争的行
為を禁止する法律があります。これらは複
雑で国や経済地域ごとに異なりますが、準
拠しないと深刻な結果に陥ります。

次のことを目的として（直接または第三者
を通じて間接的に）競合企業と談合を行っ
てはなりません。

• 価格、または価格設定の要素や側面 
（リベート、割引、追加料金、価格設
定方法、支払条件、価格変更のタイミ
ング、レベル、割合、または雇用条件
を含む）を固定すること；

• その他の諸条件を固定すること；

• 市場、顧客、または地域を分割または
配分すること；

• 生産量、供給量、生産能力を制限また
は妨害すること；

• 競合入札手続きの結果に影響を及ぼ
すこと；

• 雇用禁止契約など、特定の当事者と
の取引を集団で拒否する協定を結ぶ
こと；

• 商業上の機密情報を交換したり、競争
を制限したりすること。

競合メーカーとの会合や直接的または間
接的な接触には細心の注意を払う必要が
あります。その記録を注意深く保存し、反
競争的である、あるいは反競争的であると
みなされる可能性がある場合は、それを断
ち切らなければなりません。

その企業と当社との競合に関連するもので
ある場合は、他の企業に対しても同様のア
プローチを取る必要があります。

競争相手との取り決めがすべて問題になる
わけではありません。合法的な接触は、業
界団体、一定の限定的な情報交換、規制へ
の関与や公的擁護に関する共同イニシアテ
ィブの文脈で行うことができます。

同様に、競合他社との一部の契約は競争
を制限する可能性がありますが、広範な利
益が損害を上回る場合は、合法となること
があります。競合他社との取り決めを検討
する前に、その取り決めによって競争が制
限されないか、あるいは談合とみなされる
リスクがないか、専門家の法的助言を得な
ければなりません。

当社は、合法的な手段により、競争法を遵
守した場合に限り、競合他社に関する情報
を収集することができます。

ごく限られた例外的な状況を除き、競合他
社から直接競合他社の情報を入手すること
は決して正当化されません。

第三者（顧客、コンサルタント、分析者、業
界団体を含む）から競合他社の情報を収集
することは、多くの場合、現地の複雑な法
的問題を引き起こすため、適切な法的助言
がある場合にのみ行うべきです。

公正な競争へのコミット
メント

競合企業とのミーティ
ング

競技者情報共謀

国内および国際貿易｜競争と独占禁止
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グループ会社が「市場支配力」を有する場
合、通常、競争を保護し、その地位を乱用
しない特別な義務を負います。

「支配力」、「市場支配力」、「濫用」の概
念は国によって大きく異なります。

グループ企業が地元の市場で優位性を持っ
ていると見なされる場合、通常はその行動
を制限されることがあります。例えば、排
他的な契約、忠誠度に基づくリベート、同
等顧客間の差別、過度に高額または低額 
（原価以下）の価格設定、異なる製品の抱
き合わせまたはバンドル、その他市場での
地位を不当に利用する行為などです。

支配的地位
サプライヤーと販売業者または再販業者
との間の再販売価格維持条項など、サプ
ライチェーンの異なるレベルにおける当事
者間の一定の制限は、違法となる可能性
があります。

当社の顧客が特定の地域または特定の顧
客グループに再販する能力を制限すること
は、一部の国では深刻な競争問題となる可
能性があります。
 
再販売価格維持とは、サプライヤーが、そ
の顧客が製品を再販売する際の価格を管
理しようとする、または実際に管理し、影
響を与えようとすることです（脅しおよび／
またはインセンティブを通じた間接的なも
のも含みます）。

転売価格の維持や転売制限に関する規則
は、世界各地で異なります。自分の役割に
関連するのであれば、担当する国で適用さ
れる規則に精通している必要があります。

再販制限 
グループ会社がM&Aに関与する場合、 
（競争法、外国投資法、またはその他のど
の法律に基づくかを問わず）取引完了前に
1つ以上の国で届出義務が必要になること
があります。

届出義務は国によって異なりますが、いか
なる場合であっても合併、（資産または株
式の）吸収、合弁事業、株式の一部取得、
支配権の変更などに照らして確認しなけれ
ばなりません。

全てのグループ会社は、取引における情報
の流れを適切に管理し、M&A取引規程に
従わなければなりません。

合併・買収（M&A）
競争法が関係する可能性のある事業活動
に関与する場合、グループの方針と関連法
を実施する地域、エリア、または市場のガ
イドラインに従わなければならず、現地の
法律顧問に相談しなければなりません。

地域的に競争法が発効していないからとい
って、競争法が適用されないと思い込むべ
きではありません。米国やEU圏内など多く
の国では、域外適用（行為が行われた場所
とその効果が及ぶ場所）で競争法を適用し
ています。

専門家助言を求めます 

国内および国際貿易｜競争と独占禁止



賃金や福利厚生の水準に関して競合他社
と協定を結んだり、談合したりすることは
できません。競争上微妙な賃金や福利厚
生情報を競合他社と共有することも、競争
上の問題を引き起こす可能性があり、 
そのような活動を検討する前に、必ず法
律顧問に確認し、専門家の助言を受ける
べきです。

正当な取引に合理的に関連する場合を除
く、競合企業間で互いの従業員を雇用、 
引き抜き、勧誘しないよう合意することも、
競争上の懸念を生じさせる可能性がありま
す。このような活動を検討する前に、 
必ず法律顧問に専門的な助言を求めてく
ださい。

人事の文脈における「競争相手」には、他
業種・他部門の企業・組織も含まれます。
当社はより広範な人材市場で競争している
からです。

給与に関する情報の交
換および「雇用禁止」 
契約 

60

地域的に競争法が発効していな
いからといって、競争法が適用
されないと思い込むべきではあ
りません。

米国やEU圏内など多くの国で
は、域外適用（行為が行われた
場所とその効果が及ぶ場所）で
競争法を適用しています。

国内および国際貿易｜競争と独占禁止
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国家と国際貿易｜制裁と輸出規制

制裁と輸出規制
当社のビジネスが適用されるすべての制裁および輸出管
理規制を遵守して行われることを保証することを約束し、
また、禁止されている取引には一切関与しません。

制裁は、制裁対象地域および制裁対象者との直接的および間接的な活動や取引を、
そのような行為が関連する政府当局の管轄内にある場合、ほぼすべて禁止していま
す。当社は世界中で事業を展開しており、いくつかの制裁制度の対象となります。こ
れらの制裁制度は、その範囲、管轄、制限が異なる場合があります。 

BATは、適用されるすべての制裁措置の遵守に努めています。当グループは、当グル
ープまたは当グループの従業員が制裁に違反するような行為、または適用される制
裁を回避または免れることを目的とした行為を一切容認しません。このような行為
は、当社グループおよび当社グループの従業員に法的リスクをもたらす可能性があ
り、BATが特定の法的および契約上の義務に違反する可能性もあります。
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事業に影響を及ぼす、適用されるすべての
制裁制度と輸出規制を認識し、完全に遵
守しなければなりません。私たちは、直接
的または間接的にも、以下の行為を行わ
ないようにする必要があります。

• いかなる人物に当社の製品もしくはサ
ービスを提供すること、または 
当社の製品もしくはサービスを提供さ
せること； 

• あらゆる人物から商品またはサービス
を購入すること； 

• その他、適用される制裁、貿易禁止、
輸出規制、またはその他の貿易制限
に反して、人物または財産を取り扱う
こと。

制裁は、アメリカやイギリスのような個々
の国や、国連やEUのような超国家機関が
課すことができます。
 
制裁の対象は、経済、貿易、外交の制限を
受ける国全体だけではありません。世界各
地に所在し、さまざまな政策的理由で制裁
を受けている個人、企業、組織、グループ
との直接的または間接的な取引を把握する
ことが増えています。

一部の制裁は、特定の産業部門との取引、
または特定の制裁対象地域との物品やサ
ービスの輸出入を対象としています。

非常に広範囲に及ぶ制裁措置もあります。
例えば米国の制裁は、完全に米国外で活
動している場合でも非米国民にも適用可
能です。特に、米国の制裁措置では、制裁
下の団体が関わる米国以外の団体間の支
払いに米ドルおよび米国の銀行を使用する
ことを禁じています。米国原産の製品やコ
ンテンツを制裁下のテリトリーまたは制裁
下の人間に対して輸出することも積み換え
することも禁じています。米国との関連性
がない場合でも、米国政府は、制裁対象者
に物質的支援を提供していると見なした人
物に報復制裁を科すことができるし、実際
に科しています。

制裁とは別に、輸出管理は特定の種類の品
目の国境を越えた移動にライセンス義務を
課しています。特定の品目に輸出規制が適
用される場合、輸出する前に必ず適切なラ
イセンスを取得していることを確認しなけ
ればなりません。

制裁措置や輸出規制に違反した場合、重
大な風評被害に加え、罰金、輸出ライセン
スの喪失、人物に対する禁固刑など、深刻
な罰則が科されます。

当社のベンダーは、グループにとって合法
であっても、制裁対象地域に関連して、彼
らの製品やサービスの使用を制限すること
があります。

また、公的機関やビジネスパートナー（銀
行を含む）から制裁関連の連絡や要請を受
けた場合、直ちに現地の法律顧問に通知し
なければなりません。当社の銀行（および
他のベンダー）は、しばしば法律以上の期
待を抱いていることが多いですが、当社が
透明性要件を通じて対処しています。当社
は、銀行やその他のビジネス・パートナー
に対して、制裁に敏感な活動に関与する意
図があるかどうかについて、透明性を確保
しなければなりません。特に、特定の事業
活動が制裁に敏感であるという事実を隠し
たり、偽装したりしてはなりません。

制裁に関する詳細と、こうしたリスクを軽
減するために当社が取る措置については、
制裁遵守手順をご覧ください。

制裁コンプライアンス手順に従い、グルー
プ会社および事業部門の内部統制は、制
裁および輸出規制に違反するリスクを最
小限に抑えなければなりません。従業員の
業務が国際的な金銭授受や、製品、技術、
サービスの国境を越えた供給や購入に関
係する場合は、従業員がそれらを理解し、
効果的に実施できるように、研修やサポー
トを提供しなければなりません。

制裁対象地域と制裁対象締約国のリスト
は頻繁に変更されます。当社の業務が製
品、技術、またはサービスの国際的な販
売、調達、出荷に関わる場合、常に最新の
規則を把握し、常に制裁遵守手順を完全
に遵守しなければなりません。

制裁が実施されているにもかかわらず、例
外は存在し、当社が制裁対象地域または
制裁対象当事者に直接的または間接的に
関与し、あるいは利益をもたらす事業に従
事することは、依然として合法とされる可
能性があります。しかし、法的分析は複雑
であり、より広範なリスクも考慮しなけれ
ばならないため、制裁対象地域や制裁対
象当事者に関わるビジネスを行う前には、
法的アドバイスが必要となります。また、制
裁対象地域または制裁対象当事者が関与
している可能性のある取引について赤信号
がある場合には、法務部に相談しなければ
なりません。

すべてのグループ会社は、M&A取引コン
プライアンス手順に従わなければなりま
せん。

制裁措置および輸出規
制の認識と遵守

完全なコンプライアンスを
確保するためのステップ 

国家と国際貿易｜制裁と輸出規制
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国内および国際貿易｜不正取引対策

違法取引対策
密輸品や偽造品の不正取引は当社のビジネスに
損害を与え、一方、純正品の横流しはBATの評判
を傷つけます。それを阻止するために役割を果た
さなければなりません。

当社は、当社製品の不正取引への関与を容認または許容
しません。
以下のことを徹底しなければなりません： 

• 当グループの製品について、故意に違法な取引に関与しないこと；
• 当社のビジネス慣行がグループ製品の合法的な取引のみをサポートすること；
• 不正取引の捜査において当局と協力すること。

不正取引は社会に悪影響を及ぼします。政府から歳入を奪い、犯罪を助長し、消費者を惑わ
せて質の悪い商品を買わせ、合法的な取引の規制を弱体化させ、未成年者の販売を防止する
ことを困難にします。

当社のビジネスや評判にも悪影響を及ぼし、ブランドや現地での事業や流通への投資の価値
を下げることになります。

高い物品税、税率差、脆弱な国境管理、不十分な取締り、これらすべてが不正取引の原因とな
っています。当社はあらゆる形態の贈収賄・汚職の撲滅を目指す政府および規制当局を全面
的に支援します。（公務員との取引における賄賂と汚職のリスクが高まっていることを考慮し、
かつあらゆる形態の贈収賄・汚職に対するゼロ・トレランスに沿って合法的な方法で行われる
ことを保証します）。
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当社製品が顧客によって違法に販売され
たり、違法な貿易ルートへ横流しされるこ
とを阻止するための管理体制を維持しな
ければなりません。 

これらの管理には以下が含まれます：

• 市場への供給が合法的な需要に見合
ったものであることを保証するため
に、第三者AFC手順およびその他の
関連する措置を含む、サプライチェー
ン・コンプライアンス手順、「顧客を
知る」、および「サプライヤーを知る」
を実施する；

• 適切な場合は、不正取引に関与してい
ると疑われる顧客、サプライヤーまた
は個人との取引の調査、一時停止、お
よび中止を行うための手続き。

第三者AFC手順とサプライチェーン・コン
プライアンス手順を含む「顧客を知る」と
「サプライヤーを知る」は重要な手順で
す。これは、グループ製品が信頼できる顧
客にのみ販売され、信頼できるサプライ
ヤーを使用して製造され、正当な需要を
反映した数量を確保するために必要なも
のです。

グループ会社は、国内市場における不法
取引を定期的に監視し、グループ製品が
不法に販売されたり、他の市場に横流しさ
れたりしている程度を評価する能力を持つ
べきです。

手続きは、特定の市場における不正取引の
レベルと性質を評価し、それに対処するた
めの計画を策定するために、具体的な手順
を踏むことを要求しています。

不正取引に対する当社の立場を、顧客や
サプライヤーに明らかにしなければなりま
せん。可能な限り、不正取引に故意または
無謀に関与していると思われる場合は、調
査、取引停止、取引中止の契約上の権利を
求めるべきです。

グループの商品が違法な取引チャンネルに
流通している疑いがある場合は、直ちに現
地LEXカウンシルに報告してください。

当社製品の不正取引を
防止・抑止するための管
理体制の維持 

市場における不正取引の
監視と評価 

国内および国際貿易｜不正取引対策
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国内および国際貿易｜脱税防止とマネーロンダリング防止

脱税防止とマネーロ
ンダリング防止

脱税とは、政府歳入の徴収を故意にまたは不正に免
れること、または不正に租税を回避することを意味し
ます。また、第三者による脱税を助長することも犯罪
です。

マネーロンダリングとは、違法な資金や財産を隠し
たり、換金したり、合法に見せかけたりすることです。
これには、犯罪行為から得た収益を保有または取り
扱うことが含まれます。マネーロンダリングと並んで、
テロ資金調達は金融システムの脆弱性を利用して、
テロ集団に資金やその他の資産を提供します。

当社はこうした活動に一切関与してはなりません。
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次のことをしてはなりません。 

• 他者（他のグループ企業または第三者
を含む）による租税回避、または脱税
を助長すること。

• 脱税に関与していると知っている、あ
るいはその疑いがある人物に対して、
あらゆる援助を提供すること。

以下のことをしなければなりません。 

• 事業を展開する地域のすべての税法を
認識し、完全に遵守すること。

• お支払い期日の税金を計上し、適切に
支払うこと。

グループ会社は、従業員またはその他の第
三者による脱税の斡旋に責任を負う可能
性があります。

グループ会社は、当社の従業員またはビジ
ネス・パートナーが他の個人または企業に
よる脱税を助長するリスクを防止するため
の管理体制を維持しなければなりません。
これらの管理には以下が含まれます：

• サプライチェーン・コンプライアンス
手順を含む、グループの「顧客を知る」
「サプライヤーを知る」手順の完全実
施、相応のデューデリジェンスが実施
され、適切な管理が行われていること
を確認すること；

企業または個人による脱税は犯罪行為で
す。適切に納税されていない金銭は犯罪収
益となる可能性があります。

他の企業や個人（他のグループ会社、当社
のサプライヤー、顧客、その他のビジネス
パートナーを含みます）による脱税を助長
することも犯罪です。これには、第三者が
脱税するのを助けたり頼んだりすること、
故意に脱税に関与すること、またはいかな
る国においても脱税につながることを知り
ながら、あるいは脱税を意図して、そのよう
な行為を行うことが含まれます。

合法的なタックス・プランニングと脱税を
区別することが重要であるが、時として難
しいです。タックスプランニングと脱税の
違いについて疑問がある場合は、法律顧問
に助言を求めるべきです。

• 適切な場合には、第三者との契約にお
ける租税遵守および脱税防止条項；

• 第三者との関係および/または当社自
身の納税義務を管理するスタッフに対
する適切なトレーニングおよびサポー
トの実施と提供。

• 脱税または脱税の助長の疑いがある
従業員および第三者を調査し、必要に
応じて、その従業員および第三者を停
職および/または解雇すること。

従業員、代理人、請負業者、顧客、サプラ
イヤー、またはその他のビジネスパートナ
ーが脱税し、または脱税を助長していると
疑われる場合は、直ちに最寄りの法律顧
問に通知してください。

脱税への関与及びその
幇助の禁止

脱税の斡旋を防止する
ための管理体制の維持 

国内および国際貿易｜脱税防止とマネーロンダリング防止
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次のことをしてはなりません。 

• 犯罪収益（脱税を含む）の関与が判明
して、またはその疑いがある取引に関
与すること。

• そうでなければ、マネーロンダリング
活動に直接的または間接的に故意に
関与すること。

また、当社の活動が不注意にもマネーロン
ダリング法に抵触しないようにしなければ
なりません。

ほとんどの司法管轄区では、犯罪に由来す
る資産であることを知り、疑わしい、また
は疑う理由がある資産に関わる取引に従
事することは、個人または企業にとって犯
罪です。

マネーロンダリング防止法に違反した場
合、企業の責任だけでなく、個人に対して
も個人的な結果をもたらす可能性があり
ます。

犯罪による収益の取扱
いへの関与の禁止 

以下のような現金の受領を拒否、または報
告しなければなりません：

EU域内および英国内のグループ会社は、
単一取引または一連の連動取引におい
て、10,000ユーロ（または同等額）を超え
る現金支払いを受け入れてはなりません。

米国内（または米国に関連する取引に従事
する米国外）のグループ会社は、単一の取
引または一連の関連取引において、10,000
ドル（または同等額）を超える現金の支払
いを受けてはなりません。

これらの管轄区域外のグループ会社も、多
額の現金支払の受領を避けるべきです。

多額の現金受け取り 
拒否 

テロ活動への資金提供やその他の支援を
故意に援助しないこと、また私たちの活動
が関連するテロ資金供与防止措置に不注
意に違反しないことを保証しなければな
りません。

グループ会社の内部統制には、政府または
国際機関により、テロリストとのつながり
が明らかになっている、または疑いがある
として取引が禁止されているいかなる事業
体、組織、個人とも取引を行わないこと、
および、テロ活動に従事しているが禁止さ
れていない事業体、組織、個人（本SoBCの
「制裁および輸出管理」の章、「テロ資金
供与対策」、および関連する「制裁遵守手
順」の完全な実施を含む）との取引を行わ
ないことを確認するためのチェックが含ま
れていなければなりません。

テロ集団は、マネーロンダリングに関与す
る犯罪組織が採用する手法と同様の手法
を用いる可能性があります。これには、小
売店から流通、金融サービス会社に至るま
で、合法的なビジネスを利用して、ネットワ
ークに資金を供給したり、そうでなければ
不正資金を移動させたりすることも含まれ
ます。そのような企業、組織、個人と取引し
た場合、テロ資金供与防止対策に不注意
に違反するリスクがあります。

したがって、マネーロンダリングの赤信号
がテロ資金調達の赤信号につながる可能
性にも注意を払う必要があります。

関連するテロ対策認識
と遵守への認識と遵守 

国内および国際貿易｜脱税防止とマネーロンダリング防止

相談窓口
所属部門の部門長

上級管理職

地元の法律顧問

コーポレート・コンプライアンス部長： 
sobc@bat.com

スピークアップポータル： 
bat.com/speakup

スピークアップホットライン： 
bat.com/speakuphotlines

グループ指定役員：gdo@bat.com

mailto:sobc%40bat.com?subject=
http://bat.com/speakup
http://bat.com/speakuphotlines
mailto:gdo%40bat.com?subject=
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グループ会社は、「顧客を知る」「サプライ
ヤーを知る」ための顧客とサプライヤーの
承認手続きが適切で、リスクベースであり、
顧客とサプライヤーが犯罪行為に関与して
いないことを可能な限り保証しなければな
りません。これには第三者AFC手続きの完
全実施を含まなければなりません。

顧客や他の第三者による疑わしい取引や活
動については、速やかにジェネラル・マネジ
ャーまたは部門責任者、および現地の法律
顧問に報告する必要があります。一般的な
ポイントとして、厳密に必要な場合を除き、
マネーロンダリングに関する 懸念を提起し
たことを他の同僚に開示したり、相談した
りすべきではありません。これは「密告犯
罪」を引き起こす可能性があるからです。

金融犯罪への関与リスク
の最小化と疑わしい活
動の報告 

以下に対して、効果的な手順を持たなけれ
ばなりません。 

• 不正な資金や製品の流れ、およびその
他のマネーロンダリング／テロ資金供
与の赤信号を監視することを含め、犯
罪収益に関わる取引に不注意で参加
するリスクを最小限に抑えること；

• 従業員、役員、取締役、代理人、顧客、
サプライヤーによるマネーロンダリン
グの検知と防止；

• マネーロンダリングまたはテロ資金供
与の疑いを生じさせるような状況を特
定する際に、従業員を支援すること；

• マネーロンダリング義務に関する必要
な報告書を関係当局に提出すること。

以下を含む金融犯罪の 
赤信号に注意しましょう。

• 請求書に明記されている通貨とは異な
る通貨で、または現金や現金同等物に
よる支払いが行われている；

• 1枚の請求書に対する支払いが複数の
支払元に分けて行われている、または
その他の通常の方法ではない支払い
が行われる； 

• 非日常取引関係の口座、あるいは関連
する商品またはサービスの供給とは無
関係の国に所在する口座への、または
その口座からの支払い；

• 過払いまたは過払いによる返金の 
要求；

• 無関係の第三者またはダミー会社/シ
ェルフ会社による、またはそれを通じ
た、またはそれに対する支払い（また
は当社製品の供給依頼）；

• 「タックスヘイブン（租税回避地）」と
呼ばれる国で、またはそのような国に
ある銀行口座に設立、居住、または操
業している企業または個人による、そ
れを介した、またはそれらに対する支
払いまたは発送；

• 当社の製品を通常と異なる場所に配
送すること、通常と異なる配送ルート
を採用すること、または同じ製品を輸
出入すること；

• 虚偽の報告（価格の虚偽表示、当社が
提供する商品またはサービスの虚偽説
明、未払税金の虚偽表示、出荷書類お
よび請求書書類の虚偽表示など）；

• 顧客及びサプライヤーが、税務登録の
詳細を含むデューデリジェンスに関す
る質問に対して適切な回答を提供し
なかった場合；

• 貿易相手国が脱税を含む犯罪行為に
関与している疑いがある；

• 明確な商業的正当性のない、異常に
複雑なM&Aまたはその他の取引構造
（グループ会社は、関連するすべての
取引にM&A取引コンプライアンス手
順を適用しなければなりません）。

国内および国際貿易｜脱税防止とマネーロンダリング防止
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70 定義された用語



定義された用語
用語集

70

近親者
とは、配偶者、パートナー、子供、両親、兄弟姉
妹、甥、姪、叔父、叔母、祖父母、孫、いとこ（姑
や婿など婚姻関係に起因する場合も含む）を指
します。近親者とは、従業員の世帯に属する者も
意味します。

共謀
競争を制限する、または制限することを目的とし
た競合他社との取り決め。これには、直接であ
れ第三者による仲介であれ、公式および非公式
の合意、了解事項、（直接的または間接的な）商
業上の機密情報の交換、業界団体の決定／勧
告が含まれます。

コミュニティ投資
商業活動や中核的な事業活動、法的義務を超え
た自主的な活動で、当行が事業を展開している
国や地域社会の経済的、社会的、環境的持続可
能性に貢献するものです。これらの投資は、当
社が事業を展開する地域社会におけるさまざま
な問題や大義に取り組むもので、慈善団体、非
政府組織（NGO）、「市民社会」が関与すること
が多く、地域社会プロジェクトへの支出や慈善
寄付、現物支給による寄付、従業員によるボラ
ンティア活動などが含まれます。

ディーリング
は、証券に関する直接または間接的な、あらゆ
る販売、購入、譲渡（贈与によるものを含む）
や、スプレッドベット、差金決済取引、その他の
派生商品取引を含み、自分自身または他者の代
理として行う取引を指します。詳細は、「株式デ
ィーリング規程」をご参照ください。

従業員
には、文脈が許す限り、グループ企業の役員、幹
部、および常勤従業員も含まれます。

接待
には、飲食物、文化的またはスポーツイベントへ
の出席、旅行、宿泊施設など、BAT社外の個人
または団体に提供または贈与される、あるいは
それらから受領する仮想または対面でのあらゆ
る形態が含まれます。

贈与
には、金銭的価値が容易に把握できないもので
あっても、BAT社外の個人または団体に提供ま
たは贈与された、あるいはそれらから受領した、
接待以外の価値のあるものを含みます。

G&E
とは、贈答品および/または接待を意味します。

G&E Tracker
は、自動化された事前承認および記録管理ソリ
ューションであり、閾値を超える公務員および
民間関係者のG&Eには必須です。

グループおよびBAT
とは、British American Tobacco p.l.c.および
全ての子会社を指します。

グループ企業
とは、British American Tobacco Group内の
いかなる会社も指します。

不当な行為
とは、誠意を持って公平に信頼の責務に従い行
動するという期待を裏切ってビジネス活動また
は公共的機能を行うこと（または行わないこと）
です。

内部情報
BAT p.l.c.に関する一般に入手できない正確な
性質の情報；BAT p.l.c.またはその株式もしくは
その他の証券に直接的または間接的に関連する
情報；一般に入手可能であればBAT p.l.c.の株式
またはその他の証券、あるいは関連する投資の
価格に重大な影響を及ぼす可能性がある情報
を指します。詳細は、「株式ディーリング規程」
をご参照ください。

インスタント・メッセージング
とは、第三者アプリケーション（ソーシャル・メ
ディアのダイレクト・メッセージング機能を含み
ます）を使用した通信機器間のインスタントま
たは一時的なメッセージングで、メッセージがグ
ループの記録および情報管理機能を促進しない
あらゆる形態のものです。

市場濫用
とは、金融市場の信頼性を損ない、証券やデリ
バティブに対する一般の信頼を損なう行為を指
します。

M&A取引のコンプライアンス手続き
とは、グループの合併・買収取引のコンプライ
アンス手続きを指します。

民間部門の利害関係者
とは、公務員を除く他のすべての事業体及び個
人を意味します。
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用語集

公務員
とは、直接または間接的に政府、または公共団
体/公共機関により雇用される人、または政府、
または公共団体/公共機関のために就労する人、
または公共的機能を実施する人をいいます。こ
れには、例えば、国、地方政府、地方自治体、公
的機関など（政府省庁、軍、警察の職員など）に
勤務する人；公職に就いている人；国有企業ま
たは国営企業の従業員（国営タバコ会社など）
；国連など国際的な公的機関の職員；政党関係
者；公職候補者；王家の一員；判事；裁判官が含
まれます。

記録
場所や物理的形態に関係なく、個人が業務上作
成または受領したあらゆる媒体の情報。

「法律」
には、適用されるすべての国内法および超国家
的な法律や規制が含まれます。

制裁対象者
とは、国連、米国、EU、英国、その他の国際機
関および各国政府によって実施および/または執
行される制裁制度のもとでビジネスが制限また
は禁止されている取引先リストに記載されてい
る個人または事業体のことであり、制裁対象地
域に居住または所在する、またはその法律のも
とで組織され、前述の管轄区域によって維持さ
れている制裁リストに記載されている、あるいは
制裁の対象または対象となっている個人または
事業体が含まれますが、これらに限定されるも
のではありません。また、制裁対象またはリスト
掲載の当事者ではなくても、1つ以上の制裁対象
の当事者によって所有または管理されている当
事者も含みます。

制裁対象地域 
には、国連、米国、EU、英国および／またはそ
の他の国際機関や各国政府によって課された包
括的または広範な制裁の対象となる地域が含ま
れます。

有価証券
株式（米国預託証券を含む）、オプション、先
物、その他あらゆる種類のデリバティブ契約、借
金、集団投資事業（ファンドなど）のユニット、
差金決済契約、債券、手形、その他有価証券の
価格によって価値が決定される投資を含みま
す。詳細は、「株式ディーリング規程」をご参照
ください。

SoBCポータル
は、利益相反の開示を把握、維持、管理するため
のプラットフォームです。

基準及びSoBC
とは、本文書に定めるグループ基準及び／又は
グループ会社が現地で採用する基準を意味し
ます。

サプライヤー
とは、直接製品生成物または間接商材またはサ
ービスをBATグループに供給または提供してい
るサードパーティーをいいます。これには、コン
サルタント、独立契約業者、エージェント、メー
カー、一次製造業者、下請け業者、販売代理店、
および卸売業者が該当します。

税金
法人税、個人所得税、社会保険料、関税、物品
税、付加価値税、売上税、その他あら 
ゆる形態の税金を含みます。

当社
とはBritish American Tobacco p.l.c.を意味し
ます。

第三者通信アプリケーション 
とは、第三者製アプリケーション（ダイレクトメ
ッセージ機能を有するソーシャルメディアアプリ
ケーションを含む）を使用したあらゆる形態の
通信（電子メール、ボイスメモ、チャット、テキス
トメッセージなど）であり、当該通信がグループ
記録・情報管理手順に従って保持またはアクセ 
スできないものです。これには、WhatsApp、 
WeChat、Facebook、Facebook  
Messenger、Instagram、iMessage、 
SMSテキストメッセージ、Gmail、Yahoo、 
Hotmail、Telegram、Viber、Signal、その他類
似のアプリケーションが含まれますが、これらに
限定されません。

第三者AFC手順
とは、グループ第三者金融犯罪対策手順を意味
します。

閾値（しきい値）
とは、G&E（贈与、提供、受領）に関連して使用
される場合、以下の意味を持ちます：
 
1. 公務員：20ポンド以上 - G&E Trackerを通じ
て事前承認を得なければなりません。 

2. 民間部門の利害関係者：20～200ポンドの
G&EはG&E Trackerに記録します。200ポン
ド超 - G&E Trackerを通じて事前承認を得
る必要があります。

グループ会社は、各市場における適度で合法的
な金額についてガイダンスを提供すべきであり、
これらの金額を超えないようにし、現地の購買
力や規制を反映させるべきです。



7272

指先でガイダン
ス：SoBCアプリを
ダウンロード
これらのQRコードをスキャンしてダウ 
ンロードし、bat.com/sobc/onlineを 
ご覧ください。

http://bat.com/sobc/online


印刷 
本紙はワールド・ランド・トラストとカーボン・バランス、保護価値の高い
土地の購入と保全を通じて二酸化炭素排出量をオフセットしている国際
的な自然保護慈善団体です。

皆伐の危機にさらされている立木の森林を保護することで、本来であれ
ば放出されるはずの炭素が固定されます。こうして保護された森林は、大
気中の炭素を吸収し続けることができるようになり、REDD（森林減少・
劣化からの排出削減）と呼ばれます。これは現在、大気中の二酸化炭素
の増加と地球温暖化の影響を食い止めるための、最も費用対効果が高
く、最も迅速な方法のひとつとして認識されています。二酸化炭素の利益
に加えて、この土地が保護する植物や動物には、 
IUCNレッドリスト（絶滅の危機に瀕した種のリスト）に指定されている絶
滅の危険性のある多くの種が含まれています。

用紙
UKでPureprint Groupによって、消費者廃棄物から作られ
た100％再生紙Reviveを使用して印刷です。すべてのパル
プはエレメンタル・クロリン・フリーです。
製造工場は、環境管理に関するISO 14001および 
EUエコラベル（EMAS）の認証を取得しています。

本書は、責任ある供給源からのFSC®認証紙であるRevive 
100 Silkに印刷されています。これにより、適切に管理され
た森林の木から印刷工場で完成した文書に至るまで、監査
された管理の連鎖が保証されます。
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以下までお問い合わせください。
コーポレート・コンプライアンス部長（sobc@bat.com）
British American Tobacco p.l.c. 
Globe House 
4 Temple Place 
London WC2R 2PG 
英国 

電話：44 (0)207 845 1000 

詳細情報

http://bat.com/sobc/online
mailto:sobc%40bat.com?subject=



